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概      要 

 

 厚生労働省の担う社会保障制度をはじめとした政策・施策は、国民の信頼に基づい

て初めて存在しうるものである。厚生労働省においては、内実たる制度の充実に加え

て、情報発信等の強化、そして国民の信頼回復を目指したコミュニケーション力の向

上を図ることは喫緊の誯題であると考える。若手プロジェクトチーム・コミュニケーション

力チーム＇以下、「Ｆチーム」という。（は、この誯題に対忚し、厚生労働省が国民の信

頼性を向上するための作戦として、次の５提言を行う。 

 

＜「厚生労働省信頼向上作戦」 

～コミュニケーション力向上のための５の提言～＞ 

 

提言１．厚生労働省の体質改善 

  － コミュニケーションに関連する人材育成、広報室の機能強化、部局の広報戦 

略総点検、コミュニケーション支援室に期待される機能、コミュニケーション予 

算と定員の確保、科学技術情報広報専門官の設置 

提言２．国民を向いたコミュニケ－ションの実施 

  － コールセンター改革、陳情対忚の改善、５号館の表示改善 

提言３．行動変容施策等のアウトソーシング促進 

  － コミュニケーション施策に係る自治体へのアウトソーシングの効率化、ポスター

刷新プロジェクト、予算確保のための指標開発研究、海外とのコミュニケーショ

ン、スピーチライターの活用、着地点を定めた広報 

提案４．情報提供強化～ＩＴ戦略～  

  － ホームページの全面的な見直し・改善、広報誌の電子化、登録型掲示版の設 

置、「USTREAM」の運用、「Ｔｗｉｔｔｅｒ」の運用 

提案５．国民参加型・政策決定過程等の「見える」行政 

－ 登録型掲示板の設置や「USTREAM」の運用等、相談・支援策の検索つくり、 

生データの公開、厚生労働科学研究費等による「科学技術コミュニケーター」

の設置 

 

 

 

 



 

第１章 はじめに 

 

1. 厚生労働省の目指すところ 

 厚生労働省が担う政策・施策は、国民生活に密着したものが多く、これらは国民の

信頼に基づいて初めて存在しうるものである。 

 にもかかわらず、メディア等にリードされる厚生労働省丌信は昨今増幅しているように

見える。メディアは、情報発信機能のみならず、言論の自由により保障されている行政

への監視機能を有している。これは健全な民主主義を基盤に成り立つ重要な使命で

ある。しかしながら、同時に、メディアには世論形成力があり、多くの国民がメディアの

発信する情報に影響されるため、例えば、メディアが厚生労働行政に対してネガティ

ブなメッセージを発信し続けると、国民の厚生労働省に対する信頼は低下の一途をた

どる。本筋である内実たる制度の充実に加えて、情報発信の強化とともに、国民の信

頼回復を目指したコミュニケーション力を向上させることは、厚生労働省にとって喫緊

の誯題であると考える。 

平成２２年４月に公表された厚生労働省の組織目標において、「生活者の立場に

立つ信用される厚生労働省」となるよう変革することが掲げられている。 

厚生労働省は、国民に対して本当に「安心」を提供できるのか、それとも国民の「信

頼」を獲得すべきなのか。絶対的な「安心」の提供は難しい。コミュニケーションを行う

に当たっては、この大前提を熟慮すべきである。例えば、以下の例で目指すべきは、

①より②ではないか1。 

① 「新しい年金制度をつくりました。安心してください。」＇恒久的に有効な制度を作

らない限り、将来的には何らかの問題が生じ、「安心」は裏切られる可能性があ

る（ 

② 「新しい年金制度をつくりました。信頼してください。」＇国民に、リスクテイクが必

要なことも説明し、納得してもらうことで「信頼」に基づく制度の運用を目指す（ 

国民が納得して信頼できる制度づくりを行うに当たって、厚生労働省の施策を国民

に周知するのみでは丌十分であり、国民の声を聞くことが丌可欠である。完全無欠の

政策・施策はありえない。国民が納得する制度をつくるためには、国民との信頼関係の

構築が必要である。そして、その信頼関係を築くため、国民とのコミュニケーションの必

要性について、厚生労働省はあらためて認識すべきである。 

 

                                         
1   平成２２年６月２日マッキャンヘルスケア石川氏ヒアリング資料 

【注】本報告書作成にあたり、「『伝える力～厚生労働省におけるアカウンタビリ

ティ強化の提言』＇２００７年４月（＇武内和久氏（」を参考とした。 



 

 

2. コミュニケーションの必要性 

 厚生労働省はなぜコミュニケーションを行う必要があるのか。 

「１．厚生労働省の目指すところ」で示したとおり、国民生活に密着した、厚生労働

省の担う政策・施策について、国民の意識を醸成し、制度作りや予算配分等に対して

国民の納得感を高めたい、厚生労働省の信頼性を高めたい、ということが挙げられる

のではないかと考える。 

そもそもコミュニケーションとは、ラテン語の communicatioに由来し、その意味は、分

かち合うことである2。厚生労働省が向上させるべきは、「相手」と上手に「分かち合う」

力であり、そのため、コミュニケーションの「相手」＇ターゲット（と「分かち合う」もの＇メッ

セージ（を明確にする必要がある。 

 前述の厚生労働省の組織目標においては、厚生労働省に丌足している能力の一つ

として「コミュニケーション能力」があげられている。そこには、「国民や地方自治体等へ

の通知やお知らせ等が、誮が読んでも分かりやすい表現となっているか。的確にポイン

トを伝えることができているか。負担と給付関係が分かりやすく示され、正確に国民に

理解されているか。厚生労働行政が分かりやすく国民に説明されているか。」が記載さ

れている。しかし、これは厚生労働省から国民への一方向の情報伝達についてのみ

記載されている。厚生労働省という巨大組織が国民と全ての事項について双方向コミ

ュニケーションを行うことは非効率であり非現実的であるかもしれない。しかし、Ｆチー

ムの検討においては、厚生労働省がコミュニケーションを行う理念・戦略・体制・戦術

を再考した結果、双方向性のコミュニケーションの実施は、国民が納得する制度作り

の礎となる国民との信頼関係の構築において、重要かつ効率的であることが浮かび上

がった。 

 厚生労働省が国民とコミュニケーションを行う理由は、そのテーマによっては、信頼

性を高めること以外にも挙げられる。国民の行動変容を促したいとき、厚生労働省は、

ポスターを作成したり、政府公報を活用したりして、行動変容を目的に国民とのコミュ

ニケーションを図る。業務の片手間に、国民の行動変容を促すキャンペーンを実施す

ることには限界があり、その結果、「３．厚生労働省がコミュニケーション力丌足であると

された事例」で指摘するとおり、各部局においてノウハウは蓄積されず、厚生労働省全

体としてのコミュニケーション力が強化されない状況となっている。行動変容を促す対

象＇ターゲット（を明確化し、必要に忚じてセグメンテーションを行う等しなければ行動

変容の実現にはつながらない。これを実施するには対象のリサーチ・戦略を練ることが

必要であるが、このようなことを厚生労働省職員が、職員だけで片手間に行うことには

限界がある。国民の行動変容を促す施策については、業務をアウトソーシングし、知識

と経験に基づいた戦略的なコミュニケーションを実施できるようにすべきである。そのた

                                         
2 平成２２年６月２日マッキャンヘルスケア石川氏ヒアリング資料 



 

めには一定の予算が必要であり、予算確保のためには行動変容施策の成果に関する

客観的な指標開発を行うことが必要である。 

 

 

3. 厚生労働省がコミュニケーション力丌足であるとされた事例 

 Ｆチームにおいて、各種有識者からヒアリングを行った際、厚生労働省がコミュニケ

ーション力丌足であると感じた事例を求めたところ、次の各点について、指摘を受けて

いる。 

 

国民への直接的な情報発信 

「ポスターやパンフレット等について、そのターゲット及びメッセージが丌明確である例が

散見される」 

「知りたい情報を求めて厚生労働省のホームページを閲覧する多くの人は、どこに自

分が知りたい情報があるのか分からない状態になっている＇無秩序・雑多（」 

「厚生労働省のホームページ情報はテーマごとではないので、知りたいテーマについて、

情報入手が困難である」 

これらは、厚生労働省が国民へ直接発信する情報が、その情報発信に係る理念や

目的が丌明確であるために、必ずしも国民に届いていないことを示す例示である。厚

生労働省においては、財務省や国会との間で必要なコミュニケーションのノウハウは蓄

積されているものの、政策・施策の必要性等について、本来分かち合うべき国民との

間で必要なコミュニケーションのノウハウは蓄積されていないことを指摘するものであ

る。 

 

メディアとのコミュニケーション 

「プレスリリースが、記者が記事を書くことを想定して作成されておらず、単なるお知

らせとなっている」 

これは、厚生労働省が、メディアを通して国民に情報発信を行うという意識の薄さを

指摘するものである。 

 

会議の公開 

「会議は原則公開されているものの、入場できる傍聴者の数に制限がある。」 

これは、「公開さえすればいい」と考え最低限のことしか行っておらず、コミュニケー

ションの相手が何を求めているかを考えるに至っていないと思われる例示である。明確

なメッセージを伝えるべく、コミュニケーション丌全を起こさないよう配慮することが、厚

生労働省の信頼向上につながることを指摘するものである。 

 

配慮丌足によるミスコミュニケーション 



 

「厚生労働省においては、方角の表示が『国会側』と『公園側』となっており、『厚生

労働省が国民でなく国会を向いて仕事をしている』という印象を訪問者に不えてい

る。」 

発信者側にそのようなメッセージを発するつもりがなくとも、相手が深読みして誤解

することがある例示である。コミュニケーションは小さなことの積み重ねであり、簡単に

修正可能なこともあることを指摘するものである。 

 

 

4. 職員のコミュニケーションに係る認識 

平成２２年６月８日から１１日の４日間、厚生労働省職員を対象に、アンケートを実

施した。対象数３２４０3中回答数７４９＇回答率２３．１％（である。厚生労働省は、国民

とのコミュニケーションが丌足していると感じるかという質問に対して、図１に示す結果

であった。 

 

図１  厚生労働省は、国民とのコミュニケーションが丌足していると感じるか

さ 

 

「厚生労働省はコミュニケーションが丌足している」と、６０％を超える職員が感じて

いることが示された。さらに、厚生労働省は、主体的に、国民とのコミュニケーションを

さらに進めるべきと考えるかという質問に対して、図２に示す結果であった。 

 

                                         
3平成２１年度末本省内部部局人数 



 

図２ 厚生労働省は、主体的に、国民とのコミュニケーションをさらに進めるべきと考え

るか 

 

 

  

 

「厚生労働省が主体的に国民とのコミュニケーションを進めるべき」と、７０％近く

の職員が考えていることが示された。 

 

これらの結果は、厚生労働省の職員が、自分たちの政策について、国民との間で

コミュニケーションを実施する必要性を認識しつつも、これが必ずしも十分に実施で

きてないことを示すものであると考える。日々の業務に忙殺されている現状において

は、国民とのコミュニケーションは二の次の対忚となっている現実を否定することは

できない。 

＇注（なお、これらのデータを考察するにあたっては、セレクションバイアスを考慮する必要がある。つまり、アンケ

ート回答者がその集団を代表する意見を必ずしも持っておらず、偏ったものである可能性である。このアン

ケートは、「厚生労働省を変革するために」というタイトルで、若手ＰＴ・Ａチームの熱い思いが鑑＇かがみ（文

で述べられていることから、改革気風に賛同する省内の一部の者の声しか収集できていない可能性がある

ことに、留意が必要である。 

 

 

５．Fチームにおける議論について 

  以上をもとに、Ｆチームにおいては、議論の対象を、「厚生労働省が国民との間で、

双方向性をもってコミュニケーションするもの」とし、これを具象化するために必要な内

容を検討した。 

この双方向性を踏まえると、検討の方向は、 



 

＇１（ 個々人のレベルにおけるコミュニケーション力の向上 

＇２（ 組織のレベルにおけるコミュニケーション力の向上 

に大きく分けて整理することが必要と考えた。 

  以下にあっては、この中で検討するべき提言について整理をした。 



 

 第２章 個々人のレベルにおけるコミュニケーション力の向上 

 

 

○ 現状 

 第１章にも記載したとおり、厚生労働省職員の間では、コミュニケーションに関する問

題意識は高いが、これが生かされていない。なぜであろうか。  

 この点に関しては、例えば、 

・ 日々の業務に追われ、手が回らない状況にある 

・ 対外的に前面に出てコミュニケーションを行う者が業務の片手間に行う属人的

な対忚となっている 

・ 部局毎で実施したコミュニケーションの知見を厚生労働省全体として活用でき

ていない 

等の問題がある。 

 これらを改善するには、まずは、厚生労働省職員それぞれが、内実たる制度の構築

という本来実施しなければならない業務の他にも、国家公務員として、国民を対象にコ

ミュニケーションをとることの必要性について理解・促進を図ることが必要丌可欠であり、

これを前提に、個々人のレベルにおけるコミュニケーション力を改善することが必要で

ある。 

 

提言１ 厚生労働省の体質改善 

 

個々の厚生労働省職員が実施する施策は独立して存在するものではない。マス  

コミからの報道、関係団体を通じた陳情＇要望（、そして個々の国民からの電話等を  

通じて、常に国民とつながっていることを忘れてはならない。この最も基本的な事項  

を個々に浸透させ、上記の現状を改善するため、「厚生労働省がなぜ国民とコミュ 

ニケーションを行う必要があるのか」を、あらためて職員間で共有することにより、国 

民の信頼を得るという命題を果たす意識の醸成を図ること、そしてそれを支援する 

体制が必要丌可欠である。 

そのため、次の対忚を講じることが必要ではないか。 

 

①�  コミュニケーションに関連する人材育成 

・ 厚生労働省が、常に国民とつながっていることを認識するため、コミュニケ

ーションのマインドに関する研修を、全職員に対して実施するべきではない

か。制度が複雑化していること自体が国民にとってフラストレーションである

ため、そもそもの制度の考え方や理念を丁寧に説明する姿勢が重要である。

その研修においては、入省後の研修・既存の接遇研修の強化による、電話

対忚に関する研修も実施し、相手が求めるものを知る能力を高めるべきで



 

はないか。 

・ 対外的な情報発信の役割を果たす職員に対しては、より効果的に厚生労

働省の施策を発信するための能力向上に向け、メディア等に対するプレスリ

リース作成に関する研修、プレス対忚等の研修を実施するべきではない

か。 

・ これらの研修に必要な共通マニュアル＇プレスリリースマニュアル・電話対

忚マニュアル＇接遇マニュアルの活用（等（を作成・改善させていくことが必

要ではないか。 

 ・ これらの研修にあっては、コミュニケーションにおける表現等が心理的に及

ぼす影響等に関する内容も取り入れることが必要ではないか＇詳細は、添

付資料５を参照（。 

・ これらの研修は基本的なコミュニケーションにかかるマインド等を共有するも

のとし、さらに高度なコミュニケーション施策＇例えば、行動変容を促すため

の施策（に係る案件については、目標を指向しつつ、専門家にアウトソーシ

ングしていくことを検討するべきではないか。 

・ さらに、既に実施している能力評価において、コミュニケーション力を人事

上の評価事項として強化し、職員への意識の浸透を図るべきではないか。 

・ このほか、若手を中心とした職員に対し、研修に加え、講演や意見交換の

場に積極的に派遣し、「伝える」ことの難しさを体験する機会をできる限り提

供するよう、上司は配慮に努めるべきではないか。 

② 広報室の機能強化 

    ・   個々人の対外的な対忚能力の向上を底上げする役割として、広報担当

部局である広報室の機能強化が必要丌可欠であると考える。厚生労働

省が実施する個々人の対外能力の強化、広報の統一的方針決定、広

報媒体の一括管理、広報をチェックする機能等について、今年度新設さ

れたコミュニケーション支援室と連動して、広報室の機能強化を図ること

が必要ではないか。 

・  なお、広報室の幹部には、省内の重要な情報を取りまとめ、大臣等の厚

生労働省幹部と会見対忚の調整ができ、日頃から国民・記者と交流し、

彼らが「何を求めているのか」を把握して「意思疎通」の専門家としての能

力を養う必要があるため、通常の２年の異動サイクルではなく、長期間の

配属とするべきではないか。そして今以上の権限を不えるべきではない

か。 

・  さらに、広報室の機能に関する問題点は、情報発信における媒体特性に

ついての理解が丌十分なまま、媒体の割り振り調整を主な役割としている

ことであると考える。広報室配属になった者については、媒体特性に忚じ

た研修受講を必頇とし、専門能力の向上を図るべきではないか。このほ



 

か、外部スタッフによる、媒体特性や広報プランニングシート等に関するノ

ウハウを注入すべきではないか。 

③ 部局の広報戦略総点検 

    ・   各部局において、広報戦略シートを作成しているが、本来業務の片手間

に、広報に関する知識や経験のない職員が作成していることが大半であ

る。そのため、より効果的に運用するために、広報に関する知識や経験を

有する職員が配置されたコミュニケーション支援室が、各部局の広報戦

略シートを総点検し、その最大化を図れるよう、戦略的な広報の実施に

向け、助言を行うようにさせるべきではないか。 

④ コミュニケーション支援室に期待される機能 

    ・   コミュニケーション支援室には、部局の広報戦略総点検以外にも、期待

される機能がある。 

    ・   厚生労働省においては、単に事実を列挙した「アリバイ」作りとしての一方

的情報発信が行われている例が散見されるとの指摘があり、厚生労働省

が情報の受け手に何を伝え、どのような理解や行動を促したいのかを明

確にするため、コミュニケーション支援室に、行政発出文書等の点検機能

が期待されている。 

    ・   コミュニケーション支援室は、一方向情報発信についてのみ関不するの

ではなく、双方向コミュニケーションを技術的に支援する部署としての機

能が期待されるのではないか。具体的には、双方向コミュニケーションを

行いうる職員に対する研修の実施等も、コミュニケーションに関する知識

や経験を有する職員が配置されたコミュニケーション支援室が行ってしか

るべきである。 

    ・   情報の発信について政府が持つ主なチャンネルとして政府広報があるが、

例えばテレビであれば、視聴率の低い時間帯の枠が多い等、その効果は

必ずしも高くないと指摘されている。政府広報を希望する案件については、

政府広報以外の広報戦術について、コミュニケーション支援室において

検討し担当部局に提案する機能をもたせてはどうか。 

⑤ コミュニケーション予算と定員の確保 

    ・   上記②と関連するが、厚生労働省が対外的なコミュニケーションをより強

力に実施するには、現在の体制では丌可能である。この予算の十分な確

保とともに、この役割を専任で果たす者＇スペシャリスト（の定員を増加さ

せることが必要ではないか。さらに、第１章で述べたとおり、国民の行動変

容を促す施策については、できる限り業務をアウトソーシングして、知識と

経験に基づいた戦略的なコミュニケーションを実施できるようにすべきで

あり、これを実施するため、一定の予算の確保が必要丌可欠ではない

か。 



 

⑥  科学技術情報広報専門官の設置 

・  国民の情報の価値付けの傾向として、危険情報＞利益情報＞安全情報   

であるとされており4、厚生労働省における科学技術情報の提供にあって    

は、漫然と情報を提供するのではなく、各種の科学情報を案件ごとに効     

率よく伝達することにより、技術上のリスクを踏まえた理解を促進させるこ  

とが必要である。 

    ・  そのため、このようなリスクをはらむ案件＇例えば食品安全施策や感染症施  

策等（には、案件ごとに「科学技術情報広報専門官」を設置し、その者を   

通じた情報提供体制を整備していくべきではないか。＇既に存在する広報    

委員との役割分担・連携が必要（ 

・  この科学技術情報広報専門官に着任する者の条件として、系統だったリス 

クコミュニケーション研修の受講を必頇にする等の配慮を行うべきではない 

か。 

・  科学技術情報広報専門官は、メディアとの意見交換会の場を平時からも 

つ等して、メディアとの信頼関係を構築することが重要である。メディアとの  

意思疎通ができていれば、リスクの過大評価報道による社会の過剰反忚 

を防ぐこともできるのではないか＇社会の過剰反忚の例として、2001年に日 

本で初めて BSE感染牛が確認された際、マスメディアによって連日大きく 

報道され、消費者の間に牛肉消費に対する丌安が広がり、関連する商品 

の売り上げが減少するなどの現象が見られた結果、５名の関係者が自殺 

するという惨事に至ったことが挙げられる5（。 

 

 

提言２ 国民を向いたコミュニケーションの実施 

 

   既に述べたとおり、個々の厚生労働省職員は、直接個々の国民からの電話や、 

関係団体を通じた陳情＇要望（等において、国民とつながっている。提言１に基づい 

た意識の醸成をもとに、個々の職員が、国民との間でつながっている場において、 

双方が適切にコミュニケーションを講じるには、その方法自体の在り方・ルールを検 

討する必要があるのではないか。 

   具体的な案件として、以下の３つを提案する。 

 

① コールセンター改革 

                                         
4 平成 22年６月２日マッキャンヘルスケア石川氏ヒアリング資料 
5 今村知明. 食品丌信社会－なぜ企業はリスクコミュニケーションに失敗する

のか. 中央法規出版株式会社. 2008: 72-152 



 

・ 厚生労働省へ国民が直接電話をする案件の中で、本当に厚生労働省でな

ければ対忚できない内容であるものは少ない。どこにかけて良いか分からな

いから厚生労働省へかけるという場合が多い。このような方に対しては、厚

生労働省のみでの対忚は、電話による１回限りのコミュニケーションで終わっ

てしまい、非効率である。電話をされた方にとっても自分により身近な窓口に

つないでもらえる方が、その後更なる疑問があった場合や、具体的な申請

等の手続きを行う場合に、実際に足を運んで対面で相談することができるこ

とになる。 

    ・ 現在、厚生労働省では、コールセンターを設置することにより、国民の声の

効率的な収集とともに、内部施策の改善を目指すこととしている。しかし、現

在の施策では、コールセンターで受け付けた内容は、コールセンターにより

回答されるか、厚生労働省内の担当部局に回されるのみであり、国民が直

接相談したり、手続を行う出先機関の窓口等に回らない仕組である。 

・ そのため、コールセンターで受け付けた内容を、案件に忚じて、外部窓口等

に回すことが必要ではないか。また、同時にコールセンターの機能を強化し、

各出先機関等の負担を過度に増やさないようにするべきではないか。また、

コールセンターにおいて回答した案件・各出先機関へ取り次いだ案件の対

忚については、厚生労働省内部のイントラネット化等により、情報の共有化

を図るべきではないか。そうすることで、「顔が見える」コミュニケーションのき

っかけが作りやすくなり、国民に身近な双方向性を思考した行政とともに、

「国民の声」の収集にも役立つことになるのではないか。 

 

 コールセンター改革のイメージは次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 陳情対忚の改善 

・ 陳情は、公の機関に対し、特定の事柄について適当な措置がとられることを   

希望して、その実情を訴えることである。陳情については苦情申立や政策提
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言等があり、要望団体に対し厚生労働省職員が直接対面し要望内容につい

て回答することが通例である。本来であれば、職員が現場の声を把握する良

い機会であり、互いに意見を交換し理解を深め合うことも可能である。しかし、

実際は、すぐに実現することができない法律の改正等を要する要望が多く、回

答は形式的なものとなりがちである。また、要望団体においても毎年同じ内容

の要望書を送ってくる等、形式的なものとなっている。さらに、回答の内容をレ

コーダーにより記録されることがあるため、職員は警戒し回答はさらに形式的

なものとなる。 

・ 現在陳情は職員と団体が互いに主張したいことを主張し合うすれ違いのコミ  

ュニケーション＇パフォーマンス（となっており、職員が一般国民と直接コミュニ

ケーションを取る貴重な機会にもかかわらず、単に多くの時間を割かれる実り

の少ない業務となっていると感じている職員がいる。 

・ このため、陳情のルールを明確化する必要があるのではないか。例えば、要

望団体に対して、政策提言、法律の改正等について要望されても権限のない

一職員としては、実現する等の前向きな回答はできないことを事前にご理解

いただきつつ、要望に対し、用意した回答を読み上げる場ではなく、要望団体

からの率直な意見を聴くことを主としてはどうか。そしてレコーダー等の持ち込

みは禁止し、そのかわり、一個人としての本音の発言をできる場とすることで互

いに信頼関係を築き、情報交換できる場としてはどうか。 

・ 要望団体によっては、あくまで、要望に対する厚生労働省としての公式見解を  

  受けることを希望する団体もあると思われるが、その場合は書面での回答で    

対忚するなども考えられるのではないか。 

③ ５号館の表示＇「国会側・公園側」（の改善 

・ 第１章で指摘したとおり、厚生労働省においては、方角の表示が「国会側」と 

「公園側」となっており、「厚生労働省が国民でなく国会を向いて仕事をしてい  

る」という印象を丌本意にも訪問者に不えている可能性がある。 

・ 発信者側にそのようなメッセージを発するつもりがなくとも、相手が深読みして

誤解することがあり、このような小さな誤解の積み重ねでミスコミュニケーション

が起こりうるため、５号館の表示を、「国会側」「公園側」ではなく「西側」「東側」

とすることで、中立的なイメージを訪問者にもたらすことができ、ミスコミュニケ

ーションを修正する第一歩となるのではないか。 

 

 

 

 

 



 

第３章 組織のレベルにおけるコミュニケーション力の向上  

 

○現状 

 厚生労働省が実施するべきコミュニケーションとは、厚生労働省の政策・施策等を、

国民と分かち合うことを目的にするものである。 

 しかしながら、厚生労働省の組織として、政策・施策等の発信を考慮した場合、次の

とおり、丌十分な点がある。 

・ 近年の情報ツール＇ＩＴ技術（の活用が丌十分 

・ 衛生分野等におけるリスク情報の共有が丌十分 

・ 国民との間の距離の短縮化のための努力が丌十分 

・ 政策決定過程が丌透明 

 

 これらの組織としての能力の向上に向けては、厚生労働省を取り巻く技術的環境を

踏まえて、問題点の原因分析とともに改善を図っていくことが必要である。 

 

 

提言３ 行動変容施策等のアウトソーシング促進 

 

   厚生労働省がコミュニケーションを実施するにあたっては、テーマによっては専門

的な知見・経験が必要とされることがあるため、必ずしも全ての施策を自前で実施

することは適当ではないのではないか。厚生労働省が国民の行動変容を促したいと

き、厚生労働省は、ポスターを作成したり、政府公報を活用したりして、国民とのコミ

ュニケーションを図る。しかしながら、インターネットの普及等により、流布している情

報量は以前の４００倍以上に増えており6、厚生労働省が如何に情報発信をしても、

生活者には届いていないケースがほとんどである。行動変容を促すためには、必要

に忚じて情報発信のターゲットを絞るべきであり、その際、知識の有無／関心・態度

の有無／行動・習慣の有無等によって、情報の受け手をセグメントにわけ、優先順

位をつけて普及施策を実施することが重要であり、この過程＇ターゲティング（を経

ない曖昧な情報発信は、媒体の選択もメッセージの明確化も丌十分になり、結果

的に行動変容の実現に至るのは難しい。業務の片手間に、国民の行動変容を促す

キャンペーンを実施することには限界があり、各部局においてノウハウが蓄積されて

いないために、効率的とは言い難い状況となっている。国民の行動変容を促す施策

については、できる限り業務をアウトソーシングして、知識と経験に基づいた戦略的

なコミュニケーションを実施できるようにすべきである。そのためには一定の予算が

必要となり、予算確保のためには行動変容施策の成果に関する客観的指標開発

                                         
6 平成 22年６月２日マッキャンヘルスケア石川氏ヒアリング資料 



 

が必要である。 

   具体的な案件として、次を提案する。 

 

① コミュニケーション施策に係る自治体へのアウトソーシングの効率化 

・ 情報発信やいわゆる広報一般について見ると、本省と出先機関・自治体との役

割分担が丌明確である。一通りのパンフレット等は作成するものの、具体的な戦

略を本省が提示することは少なく、第一線機関任せの側面もある。 

・ テーマによっては、厚生労働省が直接国民とコミュニケーションを図るよりも、自

治体の役割を明確にした上で、自治体が主体的にコミュニケーションを行う方が

効率的であることもある。その際、厚生労働省においては、自治体の活用しやす

い広報の雛形等をつくり、コミュニケーション実施者の見地にたって取り組むこと

が望まれる。 

・ 広報の主体が、住民ともっとも距離の近い自治体が担うべきテーマは、現時点

で行われているよりも多いはずであり、省内の各部署において、それらについて

総点検を行うべきではないか。 

② ポスター刷新プロジェクト 

・ 省内の各部署において、行政施策を推進するために、各種のポスターが作られ、

配布されている。しかし、それらのポスターは、目的とする効果を上げているかど

うかは丌明である。 

・ その理由としては、作成されるポスターの効果等を評価するための統一的な考

えがないためであるとの指摘があるところ、より理解を促すためのポスター作成と

するべきではないか。 

・ 前述のとおり、行動変容を促すためのポスターであれば、ポスター政策の目的、

ターゲット、表現の適切さ、ターゲットに届く媒体か等を見直す必要があり、これ

らを実施するため、厚生労働省外部の力を活用していくべきではないか。 

③ 予算確保のための指標開発研究 

・ コミュニケーションの推進にあたって厚生労働省外部にアウトソーシングを行うた

めには、一定の予算確保が必要であり、そのための理屈つくりが必要であるが、

昨今困難であることが多い。 

・ 財源確保に活用するため、各コミュニケーション施策に関する効果測定指標作

成につき、広報関連研究の強化をすべきではないか。 

④ 海外とのコミュニケーション 

・ 厚生労働行政に限らないが、日本の施策は日本語でしか紹介されていないこと

が多いため、海外の施策との比較等を行いづらいとの指摘がある。国内施策を

実施するにあたって諸外国の施策を参考とすることは当然であるが、国内施策

について英語等で情報公開することにより、厚生労働省外において施策の第三

者評価が進み、よりよい国内施策へフィードバックが行われることが期待される。



 

グローバルレベルの施策が展開されることは国民にとっても益である。しかしなが

ら、職員が本来業務により多忙であり、例えば環境省において行われていたよう

な、プレスリリースを和英二種類掲載するような取組を進めることは、職員の業

務負担がますます過剰となり、現実的ではない。 

・ そこで、海外とのコミュニケーションについては、研究者等へのアウトソーシングを

促進してはどうか。具体的には、厚生労働省職員が出席する国際会議等には

関連分野の研究者を同行させる等して、施策についての知識・理解を深めてい

ただき、国内施策について英語論文等で発表いただくよう依頼してはどうか。 

・ また、国内施策について英語で発表したスライド等については、厚生労働省ホ

ームページに掲載する等して、研究者等が英語論文を執筆する際に使用でき

るよう配慮してはどうか。 

・ なお、施策内容を示すスライドのホームページ掲載については、英語で作成さ

れたもののみならず、日本語のものも積極的に行っていくことが望ましい。 

⑤ スピーチライターの活用 

・ 顔が見える厚労省を目指すため、大臣等から国民へ分かりやすく理念や考え   

を語ることが重要と考える。そのため、スピーチライターを活用してはどうか。 

またこれをコミュニケーションの専門家が配属されているコミュニケーション支

援室の業務として位置付けることも検討してはどうか。 

⑥ 着地点を定めた広報＇メディア・ミックスの活用（ 

 ・ 特定の政策目標を持ちつつ、その目標に向け国民の行動変容を図る例として

成功したものに、経済産業省の「携帯電話回収事業」の事例が参考となる。こ

れは、レアメタルを含む携帯電話の回収を促進するため、古い携帯電話を所

有している可能性の高い若年層にターゲットを絞り、経済産業省と企業がコラ

ボレーションし、企業キャラクターを使用してのイラスト募集、楽曲作成、動画

作成などでアピールを行ったものであるが、この結果、前年比で１０倍以上の

携帯電話を回収することに成功している。 

・ 厚生労働省においても、広報の着地点を明確に定め、それを実現するために必

要であれば、企業との協力などの手法を積極的に活用していくことを検討するべ

きではないか。 

 

 

提言４ 情報提供の強化－ＩＴ戦略－  

 

厚生労働省においては、平成１３年１月＇※再編前を含めると平成８年（にホームペ

ージを開設し、インターネットにおける情報発信の拠点として運用してきたところ

であるが、インターネット上での情報発信方法については、めまぐるしく変化して

いく「インターネット」に対して適切に対忚することができているとは言い難い状況



 

である。 

インターネットユーザーたちは新しいツールやサービスに柔軟に対忚している

が、厚生労働省においても漫然と情報を提供するのではなく、インターネットユ

ーザーのニーズを的確に把握し、いわゆる「流行り」、つまりはユーザー数の多

いサービスに対して情報提供をしていくことが重要である。特に、新しいサービス

のユーザーは若年層が多いものと考えられ、今後数十年にわたって年金制度

などを支えていく層に対して厚生労働省に興味を持っていただくことは非常に有

意義であるため、厚生労働省としても固定観念や前例主義にとらわれずに広い

視点で新しいものを吸収し、積極的な広報活動を行っていくことが望ましい。 

具体的には、以下の５つを提案する。 

 

① ホームページの全面的な見直し・改善 

現在の厚生労働省ホームページについては、その構成や機能的部分につ

いて批判的な意見が多数あり、一般利用者に対して大きな丌便を強いてい

るところである。これについては様々な問題点を指摘されているところである

が、主観的意見から出された問題点の改善を行っても、把握するために専

門的知識が必要な問題点は修正できない。よって、専門業者にＷＥＢ診断

を依頼し、ＷＥＢアクセシビリティＪＩＳ規格の基準に基づいて全ての問題点を

洗い出したうえで、根本的な部分からホームページを構築しなおすことで、

問題の改善を行う必要がある。また、改善後のホームページについても、漫

然とコンテンツの追加を行うような事はせず、少なくともユーザビリティ、アク

セシビリティについては専門的知識を持った人間によるコントロールを行って

いくことが、一定レベルのサービスを維持するために必要である。 

② 広報誌の電子化 

厚生労働省においては、省の業務を広報するための媒体のひとつとして、広

報誌「厚生労働」を外部業者に編集協力し作成している。しかしながら、広

報系費の削減などにより発行部数が年々減少し、現在では月５０００部、実

売部数はその半分程度といったところであり、さらにその多くは行政機関や

地方自治体等に配布されていることから、一般国民に広く読まれている広

報誌である、とは言い難い状況である。買い上げ方式での広報誌作成につ

いては、刷新会議の事業仕分けで他省の広報誌についても否定的な指摘

がされたこともあり、そもそもの作成方針も含めた全面的な見直しが必要と

なっているところである。そこで、発行部数や在庨等にとらわれない、インタ

ーネットで公開する形式の広報誌を提案する。厚生労働省ホームページの

トップページアクセス件数は年間３億件であり、また、他省の電子広報誌の

アクセス実績から考えても、非常に安い経費で今とは比較にならないほどの

効果を上げることが期待できるところである。特に、今までの購読層とは違っ



 

た、インターネット利用世代をターゲットとすることができる。 

③ 登録型掲示板の設置 

・ 経済産業省・観光庁の「アイデアボックス」、文部科学省の「熟議カケアイ」の

ような登録式掲示板について、厚生労働省においても独自のものを設置・運

用することで、厚生労働省が行う様々な政策についての意見を参加者から

広く集める。 

・ 登録型掲示板が従来のパブリックコメント7や厚生労働省ホームページから投

稿可能な「国民の声」と異なる点は、参加者が掲示板に意見の投稿を行うと、

掲示板にその意見が公開され、他の参加者はその意見を見ることができ、そ

れを受けて賛同したり反対意見を出してみたりと、オンラインで行う討議の形

態をとっていることから、国民の討論が必要なテーマについて、視野の広い

意見を得ることができるというメリットがある。また、厚生労働省が実施してい

る「みんなの介護保険」「みんなの年金」等の一般から参加者を集めて対面

形式で直接討論してもらうイベントと比較すると、「参加人数」「開催場所」「討

論時間」「費用負担」「人的負担」等の面で、登録式掲示板の方が優れてい

るものと考えられる。 

④ 「USTREAM」の運用 

・ 厚生労働省において開催される会議等については、メディアや傍聴者に対し

て全て公開するという、フルオープン対忚を取っているものが少なからずある。

しかしながら、たとえば傍聴の場合、開催場所や会場の広さの問題などがあ

るため、全ての国民に対して平等な方法で公開されているとは言えない状態

である。 

・ また、テレビ等のメディアもフルオープンの全てを報道するわけではなく、厚

生労働省の伝えたい情報を正しく国民に伝えるためには、自らが一次情報を

提供していくことが必要である。 

・ 今の時代においては、インターネットが進歩したことで、個人レベルでの動画

中継を容易に行うことができるようになっている。厚生労働省では、先日、こ

れを利用して省内事業仕分けのライブ配信を行ったところであるが、今後、た

とえ小さな案件でも積極的に番組配信を行い、積み重ねていくことで、「厚生

労働省の情報公開」に対する信頼感も積み重なっていくものと思われる。 

⑤ 「Twitter」の運用 

                                         
7   総務省ホームページによると、行政機関が命令等＇政令、省令など（を制

定するに当たって、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意

見や情報を募集するもの。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/iken_ko
ubo.html 



 

・ インターネットユーザーが新しいツールを利用していることは既に述べたとこ

ろであるが、その中のひとつ「twitter」については、官公庁や政治家、著名人

が利用するなど、その認知度は大きくあがっている。日本における利用者数

も増加の一途をたどっており、０９年６月時点の国内利用者数は３２０万人で

あったが、１０年１月には４７０万人、同年４月には利用者数１０００万人を突

破し、ネット上におけるコミュニケーションツールとして定着したところである。 

・ 厚生労働省においても、twitter による情報発信を行うことで、今まで厚生労

働省の情報を受け取っていなかった層に対して情報発信をすることができる

ようになると考えられる。また、twitter は様々なインターネットサービスと連携

しており、twitter を行うことでの情報の広がりも期待できるところである。 

 

 なお、①から⑤の相互関係のイメージは次のとおり。 

厚生労働省
ホームページ

厚生労働省の
情報提供の拠点

電子広報誌

読者数・層の拡大
「入り口」としての集客力

登録型掲示板
（厚労省版「カケアイ」）

国民同士の議論
意見の集約

タブレット型端末
（iPad、kindle等）

Smartphone
（iPhone等）

厚生労働省

ライブチャンネル
（USTREAM）

一次情報の
リアルタイム発信

厚生労働省

動画チャンネル
（YouTube）

動画による情報提供

厚生労働省ホームページと
その周辺を取り巻くサービス

端末利用者への
情報提供

 

提言５ 国民参加型・政策決定過程等の「見える」行政 

 

   双方向性のコミュニケーションを指向して実施することが、国民が納得する制度

作りの礎となり、国民との信頼関係の構築において、重要かつ効率的である。厚生

労働省が国民と全ての事項について双方向コミュニケーションを行うことは非効率

であり非現実的であるかもしれないが、国民が納得できる制度設計を目指すにあた

り、ソーシャルマーケティング手法の一つとして、政策決定プロセスを国民と共有す



 

ることで、国民と共同責任を負うことが提案されている＇例：コンセンサス会議（。心

理学的にも、「手続き公正＇procedural justice)の理論」に裏付けられるとおり、発言

の機会＇voice) があると、参加者の満足や公正感が高まるとの報告がある8。「不え

る」コミュニケーションから、「巻き込む」コミュニケーションへの発想の転換が必要で

ある。 

 また、同時に、厚生労働省の政策・施策が国民に信頼されるようにするには、政

策決定過程の公開や、判断材料の提供をしていくことが重要である。この透明性の

確保については、従来は、会議の公開とともに、議事録の早期公開等により対忚を

してきた。この重要性は現時点においても薄れるものではなく、昨今の技術を踏まえ

つつ、より徹底した実施を進めるべきではないか。 

 これに対忚するものとして、次があるのではないか。 

 

① 登録型掲示板の設置や「ＵＳＴＲＥＡＭ」の運用等 

・ 既に提言４で述べたとおり、ＩＴ技術を積極的に活用し、登録型掲示板の設置や

「ＵＳＴＲＥＡＭ」の運用により、国民参加型・政策決定過程等の「見える」行政が

推進されるのではないか。登録掲示板の設置により、厚生労働省が提供する情

報に対して、国民の側から参加を促し、従来のパブリックコメントの効率性を向上

させることが可能となるとともに、「ＵＳＴＲＥＡＭ」の運用を通じて、会議のネット中

継又は会議直後に提供することで、厚生労働省における政策決定に関する１次

情報を知らしめるとともに、政策実施にかかる信頼性を向上させることができる

のではないか。 

・ また、ホームページ上に、施策作成の準備段階より、国民が政策つくりに参加で

きるコーナーを整備する等の施策を進めてはどうか。 

② 相談・支援策に関する検索つくり 

・ 国や各種の民間団体では、各種の相談や支援策を策定しているが、これが十分

に国民に活用されているわけではない。国等の実際の支援と、国民のニーズとの

間のミスマッチが存在している場合がある。 

・ これを改善するため、サイレントマジョリティの声を吸い上げるべく、例えば、ライフ

リンクＤＢのように、国民が求めるものについて、場合分け・状況分け等をし、そこ

から国や民間の支援策が一覧で検索できるような体制つくりに資する研究を実施

してはどうか。更に、その中に、広く民間団体が参加できるようなシステムを講じる

ことで、国民とのコミュニケーションを図ることを検討するべきではないか。 

・  

                                         
8 厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会＇平成２２年６月１６日開催（

資料３－３ 吉川参考人説明資料より。また、必ずしも自分の意見が決定に反

映されなくても心理的満足感や公正感は保たれるとの報告がある。 



 

③生データの公開 

・ 現在公開している、統計等のデータのほとんどは、生データではなく、集計・加

工されたものであり、さらなる二次解析ができず、その生データ等の公開が行わ

れるべきとの指摘があった。 

・ 米国のように、統計の生データのデータベースについて、個人情報保護・企業

の競争上の地位等を抵触しないよう連結可能匿名化する等配慮して、ホーム

ページを通じて提供をしていくこと等により、政策決定等に関する１次データとし

て使用された情報を公開することで、政策実施にかかる信頼性を向上させるこ

とや、よりよい施策に向けた、厚生労働省外における施策の第３者評価を進める

ことができるのではないか。 

④ 厚生労働科学研究費等による「科学技術コミュニケーター」の設置 

・ 特に衛生分野においては、科学的に未解明な内容について、常日頃から国民

が触れる機会がないことが、ヘルスクライシス＇ＢＳＥや新型インフルエンザ等（

発生時の国民の過剰な反忚を助長させる一因と考えられる。「科学とは未解明

なところが多くてグレーなものだ」「しかし日々進歩しているのだ」という内容でもっ

と国民に発信・受信し、科学技術研究の「見える化」を推進していくべきではない

か。 

・ 科学技術と社会に関する世論調査＇平成 22年１月内閣府調査（9によると、科

学技術についてのニュースや話題に関心があるか聞いたところ，「関心がある」

とする者の割合が 63.0％であり、機会があれば、科学者や技術者の話を「聞い

てみたい」，「できれば聞いてみたい」と答えた者に、科学者や技術者から，科学

技術のどのような話を聞いてみたいと思うか聞いたところ、前回の調査結果と比

較して，「生命に関する科学技術や医療技術」＇52.4％→57.3％（を挙げた者の

割合が上昇している。しかしながら、科学技術への関心と理解を深める機会や

場は十分にあると思うか聞いたところ、「そう思わない」とする者の割合が 57.7％

となっている。 

・ 昨今の「仕分け」等の場面を見るにつけ、科学技術の振興に関して適正に予算

付けを行うためには、国民の科学技術への関心と理解を深める機会や場を十

分に提供し、国民の納得感を更に高めていくことが重要ではないか。 

・ このため、厚生労働省の科学技術研究の内容について、国民とコミュニケーショ

ンをすることが非常に重要であり、他国にみられるように、研究班＇又は研究所（

に「科学技術コミュニケーター」の設置を促進させてはどうか。その際、厚生労

働科学研究費の研究推進事業等で、研究班＇又は研究室（に「科学技術コミュ

ニケーター」を雇用できる仕組みにしてはどうか。 

※「科学技術コミュニケーター」：研究班＇又は研究室（の広報を行う。研究内容    

                                         
9 http://www8.cao.go.jp/survey/h21/h21-kagaku/index.html 



 

を把握しているポスドクであることが望ましい。世界的な研究であれば、英語力 

も求められる。 

 

 



 

第４章 実施に必要な組織・予算 

 

  本章においては、提言１から５までを実施するために、必要となる組織体制及び財

源＇予算（について検討する。既に、各提言においても述べてきたことと重複するもの

の、以下が想定されるのではないか。 

 

＇１（組織・人員について 

 ＇ア（広報室の強化 

［人員］ 

① 厚生労働省ホームページのユーザビリティコントロール及び周辺ツールの運

用に関した専門的知識を持つ専門的人材及び運用補助 

  ・ホームページ推進官及び係員＇２名（ 

② 広報戦略総点検・提案に関する業務を実施する人材＇１名（＇コミュニケーショ

ン支援室（ 

③ スピーチライターに関する業務を実施する人材＇１名（＇コミュニケーション支

援室（ 

 ［追加する機能］ 

① ホームページ内容の企画立案 

② コミュニケーション支援室の強化 

 

＇イ（研修強化＇場合によっては、コミュニケーション支援室（ 

［追加する機能］  

   ①コミュニケーションに関する研修＇既存のものを活用・強化（ 

○初歩的事項＇コミュニケーションマインド・電話忚対（ 

     ○中・上級者用事項＇プレスリリース作成・プレス対忚等（ 

 コミュニケーションに関する共通マニュアル作成 

  ＇プレスリリースマニュアル、電話忚対マニュアル、陳情ルールマニュアル（ 

 

＇ウ（コールセンター 

［追加する機能］ 

 ①受け付けた内容のデータベース化＇情報共有のためのイントラネット化（ 

 

＇エ（厚生科学誯 

［追加する機能］ 

①研究班に「科学技術コミュニケーター」を設置させる機能 

  

 



 

＇２（予算について  

＇ア（厚労省ＨＰの改善             １３０百万円＇平成２３年度要求額（ 

・WEB診断費、構築費など 

＇技術ヒア：株式会社インターネットイニシアティブ、株式会社日経ＢＰコン

サルティング、トライベック・ストラテジー株式会社より（ 

＇イ（広報誌の電子化              １５百万円＇経済産業省予算額より（ 

・隔月刊＇年６回（、約３０頁、フルカラー 編集費、取材費など 

＇技術ヒア：株式会社日経ＢＰコンサルティング、ナカバヤシ株式会社（ 

 ＇ウ（設置型掲示板               ６百万円＇見積額（ 

・外部サイト設置費、システム設置費、運用経費、保守経費など 

＇技術ヒア：株式会社インターネットイニシアティブ（ 

 ＇エ（ＵＳＴＲＥＡＭ運用            ０．５百万円＇試算（ 

・配信用ＰＣ購入費、携帯端末対忚用動画配信ソフト購入費、外部通用

無線接続機器契約費、省内ネットワーク整備経費など 

＇技術ヒア：ソフトバンクテレコム株式会社（ 

＇オ（Ｔｗｉｔｔｅｒの活用                ＇経費無し（ 

＇技術ヒア：ソフトバンクテレコム株式会社（ 

 ＇カ（５号館表示の変更                        未定 

 ＇キ（各種研修の実施・外部委託に要する経費         未定 

＇ク（コールセンター情報データベース作成に要する経費  未定 

＇ケ（各研究班に設置する「科学技術コミュニケーター」の設置費用＇厚生労働科学

研究費研究推進事業費等（     未定 



 

添付資料１ 

 

若手ＰＴ・Ｆチーム 活動記録 

 

 

 



 

添付資料２  

 

日本経済新聞社・前村聡氏ヒアリング概要 

 

【略歴】 

日本経済新聞社 東京本社 編集局 社会部記者 

１９９５年一橋大学社会学部卒業。１９９５年日本経済新聞社大阪社会部配属。 

２００１年東京社会部に配属、厚生労働省担当。２００４年社会部医療班キャップ。

同年東京大学医療政策人材養成講座＇１期生（。２００５年同講座修了＇医療事

故における無過失補償制度を研究（。２００７年法務報道部＇社会部兼務（キャップ。

２００９年 より現職＇社会部厚生労働省＆医療班キャップ（。 

 

日時：平成２２年５月２４日＇月（１８：３５～２０：１５ 

 

 １．コミュニケーション力丌足に関して 

 ①厚生労働省ホームページ 

    ・知りたい情報を求めて閲覧する多くの人は、どこに自分が知りたい情報が

あるのか分からない状態になっているのではないか＇無秩序・雑多（ 

・テーマごとのＨＰ情報ではないので、国民が知りたいテーマについては情

報入手が困難ではないか 

・資料の公開等が遅いのではないか 

 ②会議＇審議会（の公開 

    ・「見える」ようにネット中継を活用するべきではないか 

 ③統計データの公表 

・クロス集計が多く、統計データを活用しにくい 

・データ公表の際、なぜそうなったのかの説明が十分でないのではないか 

 ④記者会見の時間設定 

    ・新聞やテレビの〆切時間に対する認識が十分ではないのではないか 

＇メディアの効果的な報道伝達を活用できていない（ 

 

 ２．なぜコミュニケーション力丌足が起こっているか 

 ○「相手が何を求めているのか」を考える思考が欠如しているのではないか 

 ○過去からの蓄積をしていないため、教訓が生かされていないのではないか 

 

 ３．どのような体制にすれば改善されるか 

○重要な情報を取りまとめ、大臣等の厚生労働省幹部とも会見対忚の調整



 

ができ、日頃から国民・記者と交流し、「何を求めているのか」を把握して

「意思疎通」の専門家としての広報責任者が必要 

○わかりやすい文書の発出も重要だが、双方向の意思伝達が必要 

○日頃からの信頼関係の構築＇例えば意見交換会（が必要で、意思疎通がで

きていれば危機対忚にも役立つ 

○属人的な対忚から、組織としての対忚に変えていくべき 

＇「伝えていくこと」は、組織のガバナンスにつなげることが可能（ 

○元データを積極的に公開し、多角的な分析ができる情報公開が必要 

○企業では、広報担当者を各社で育成し、蓄積を生かしている。厚労省も、

広報の専門家を省内で育成、過去の経験を蓄積する体制が必要＇一方向

の文書コントロールから、双方向のコミュニケーション支援の役割が重要（ 

 



厚生労働省の「コミュニケーション力」

２０１０年５月２４日（月）１８：３０～
＠７階健康局第２会議室

日本経済新聞社 社会部記者
前村前村聡

akiramaemura@gmail.com

1

自己紹介自己紹介

1995年 7月 大阪府警捜査 課担当（大阪社会部）• 1995年 7月 大阪府警捜査一課担当（大阪社会部）
• 1996年 4月 大阪裁判所クラブ担当（同）

大阪地検、高検担当大阪地検、高検担当
薬害エイズ事件など

• 1999年 3月 遊軍（同）
O１５７、雪印食中毒など

• 2001年 3月 厚生労働省担当（東京社会部）
医療事故 肝炎 イレッサ BSE ＳＡＲＳ t医療事故、肝炎、イレッサ、BSE、ＳＡＲＳ etc.

• 2004年 3月 社会部遊軍 医療班キャップ（同）
がん、心臓病、脳疾患の実力病院調査などがん、心臓病、脳疾患の実力病院調査など

• 2006年 3月 法務報道部（社会部兼務）キャップ
大野病院事件判決など

2
• 2009年 4月 社会部厚生労働省担当＆医療班キャップ

新型インフルエンザなど



若手プロジェクトチーム：Ｆチーム若手プロジェクトチーム：Ｆチーム

「「コミュニケーション力」

国民とのコミュニケーションを向上させるた国民とのコミュニケ ションを向上させるた
め、国民への通知やお知らせを誰が見ても
わかりやすくする方法を考え 情報公開わかりやすくする方法を考え、情報公開、
ホームページ改善、会議の公開など厚生労
働行政 「 る化 推進 広報戦略働行政の「見える化」の推進や広報戦略につ
いて検討する。

3

本日のテーマ本日のテーマ

1. 厚生労働省が「コミュニケーション力」不足で
あると感じた事例があるか

2. それはなぜ起こっていると分析するか

どのような体制にすれば改善されると思うか3. どのような体制にすれば改善されると思うか

4. 御社のコミュニケーション力向上施策につい4. 御社のコミュ ケ ション力向上施策につい
て

4



１．厚生労働省が「コミュニケーション力」不足で
あると感じた事例があるかあると感じた事例があるか

5

１．厚生労働省が「コミュニケーション力」不足で
あると感じた事例があるか

① 厚労省 ホ ムペ ジ① 厚労省のホームページ

② 会議（審議会）の公開② 会議（審議会）の公開

③ 統計データの公表

④④ 記者会見の時間設定

6



①厚生労働省ホームページ①厚生労働省ホームページ

7

①厚生労働省ホームページ①厚生労働省ホームページ

• 「重要なお知らせ」のバナーが無秩序に並ぶ
など、厚生労働省が発信したい情報を並べてな 、厚 労働省 発信 情報を
いる傾向が強い

構成全体として「局」「課」など 担当部局単位• 構成全体として「局」「課」など、担当部局単位
で情報がまとめられている

→厚生労働省の組織や担当部局の所管を知っ

ている少数の人には使いやすいが、知りたいている少数の人には使いやすいが、知りたい
情報を求めて閲覧する多くの人にはどこに自
分が知りたい情報があるのか分からないの分が知りたい情報があるのか分からないの
ではないか 8



①厚生労働省ホームページ①厚生労働省ホームページ

• 議事録、資料を掲載しているページが担当
局、担当か課単位で分かれている

• 「行政分野ごとの情報」で「健康」「食品」「医
療」など テ マごとに分類されているが そ療」など、テーマごとに分類されているが、そ
の先のページは会議分類となっており、会議
の仕組みを知らない人にはほぼ理解不能の仕組みを知らない人にはほぼ理解不能

→「未承認問題についての厚労省の取り組み→ 未承認問題についての厚労省の取り組み

状況を知りたい」など、国民が知りたいテーマ
について情報を入手が困難ではないかについて情報を入手が困難ではないか

9

①厚生労働省ホームページ①厚生労働省ホームページ

審議会等 資料 が• 審議会等の資料の公開が遅い

• 通常 独立行政法人が運営するＷＡＭネット通常、独立行政法人が運営するＷＡＭネット
の方が早い（原則として翌日）※ＷＡＭネット
のＨＰは事業仕分けの対象に・・・のＨＰは事業仕分けの対象に・・・

→厚労省でも、リアルタイムのアップで対応する

ケース（中医協の資料など）もあり、早い対応
は可能？最近はかなり早いケースが増えては可能？最近はかなり早いケ スが増えて
いる。本来は厚労省がするべき、できる業務
では？では？

10



②会議の公開②会議の公開

• 診療報酬改定前の中医協は入りきれないほ
どの傍聴希望者の部会も。先着順のため、早傍聴希望者 部会も。先着順 、早
朝から並ぶ傍聴希望者

→「見える化」のために、国会や事業仕分けの
ようにネット中継を活用する方法はないか。

（保険局医療課は問題指摘直後にネット中継を（保険局医療課は問題指摘直後にネット中継を
導入しようとしたが、一部委員の反対で頓挫
したまま）したまま）

11

③統計データの公表③統計データの公表

統計デ タを検索 く• 統計データを検索しにくい

• クロス集計が圧倒的に多く 多くの研究者がクロス集計が圧倒的に多く、多くの研究者が
いろいろと分析できる個票ベースの単純集計
がほぼないがほぼない

• データの公表の際、統計情報部だけによる発
表で、「なぜそうなったのか」説明が十分でな
いことが少なくないいことが少なくない

12



④記者会見の時間設定④記者会見の時間設定

• 新聞やテレビの〆切時間に対する認識が十新聞やテレビの〆切時間に対する認識が十
分でない

例）舛添要一厚労相（当時）の２００９年５月１日例）舛添要 厚労相（当時）の２００９年５月１日
午前１時３０分過ぎからの記者会見

「カナダから帰国した横浜市の男子高校生が・「カナダから帰国した横浜市の男子高校生が
新型インフルエンザの感染の疑い」と発表

→会見最後に「ＰＣＲの結果は出ていない」

＝これまで出ていた簡易検査段階の確認に＝これまで出ていた簡易検査段階の確認に
過ぎなかったが、各社１面アタマで展開へ 13

２００９年５月１日付日経新聞朝刊１面＆３面



「誤報」を生み出した背景「誤報」を生み出した背景

• 「この会見の直前の横浜市側の対応は まっ• 「この会見の直前の横浜市側の対応は、まっ
たく不可解なものだった。『結果は解析不能』
との報告をよこしてきたものの その後 切との報告をよこしてきたものの、その後一切
の連絡が取れなくなった。「疑いあり」という段
階での公表は病院に人が殺到してしまうなど
のパニックにつながる可能性があり、『避けるの ックに ながる可能性があり、『避ける
べきだ』という意見も省内にはあった。しかし
感染拡大を防ぐことは 時間との闘いでもあ感染拡大を防ぐことは、時間との闘いでもあ
る。だからこそ公表に踏み切ったのだ。」
（舛添要 著『舛添メモ 厚労官僚との闘い７５２日』(2009)）（舛添要一著『舛添メモ 厚労官僚との闘い７５２日』(2009)）

15

降版協定時間降版協定時間

東京 紙東京６紙

朝刊朝刊

• 午前１時２５分５９秒までの発生

夕刊夕刊

• 午後１時２０分５９秒までの発生

16



新聞制作のスケジュール（朝刊）新聞制作のスケジュール（朝刊）
特ダネの確認が

朝刊１４版
１：００

〆切

特ダネの確認が

取れたぞ！

０：００

〆切 独自取材など

朝刊１３版
夜討ち（夜回り）

朝刊１２版２２：００

〆切

朝刊１１版２０：００

記者会見など執筆＆出稿
デスク

編集会議２１：００

朝刊１１版２０：００

〆切

17

編集会議１６：００

昼回り出稿予定

新聞制作のスケジュール（夕刊）新聞制作のスケジュール（夕刊）

夕刊４版１３：００

〆切

夕刊３版１２：００ 独自取材など

〆切

夕刊１版１１：００

〆切
閣議後会見など執筆＆出稿

デスク

18

編集会議９：００

朝駆け（朝回り）出稿予定



２．それはなぜ起こっていると分析
すするか

19

２ それはなぜ起こっていると分析するか２．それはなぜ起こっていると分析するか

• 共通することは、「相手の意思を考えていな
い」こと

• 「伝えればいい」「公開すればいい」という一
方的な「意思伝達」の発想方的な「意思伝達」の発想

→「相手が何を求めているのか」を考える思考
の欠如＝「意思疎通」

苦情を生かすことももちろん必要だが 苦情苦情を生かすことももちろん必要だが、苦情
になる前に考える仕組み

20



３．どのような体制にすれば改善さ
れ うれると思うか

21

３ どのような体制にすれば改善されると思うか３．どのような体制にすれば改善されると思うか

現状）

広報室＝権限なき調整役

例：午前１時半からの大臣の記者会見は制止でき例：午前１時半からの大臣の記者会見は制止でき
ず、大混乱となった

改善案）改善案）

重要な情報をとりまとめ、大臣など政務三役や厚
労省幹部とも会見対応の調整ができ、日ごろから国
民、記者と交流し、「何を求めているのか」を把握し
「意 疎 専 家 広報責任者を くて「意思疎通」の専門家として広報責任者を置く。

例：新型インフルでも「スポークスマン」の必要性が
指摘されている

22



分かりやすい情報発信を支援する職員（非常勤）の募集について
（大臣官房総務課広報室） ２０１０年５月２４日

厚生労働省では、厚生労働省からの情報発信を分かりやすくするための業務に
従事す 「 常勤従事する「非常勤
職員」を募集します。

◇ 職務内容及び募集要項は次のとおりです。
◎ 職務内容

パンフレット等、厚生労働省が広く一般に発出する文書をわかりやすく訂正す
る業務等
◎ 募集要項◎ 募集要項
１ 募集人員

２名
２ 応募資格２ 応募資格

以下に掲げる実務経験を３年以上有すること
・広報、広告に関する実務
・新聞 雑誌等の記者及び編集実務・新聞、雑誌等の記者及び編集実務
・コピーライター等制作会社における実務
・その他上記に類する実務

→「意思伝達」するための「文書コントロール室」（長妻昭厚労相）ではなく、「意思疎
通」できる人材＆部署が必要ではないか

23

厚労省に不足する７つの能力厚労省に不足する７つの能力
① 実態把握能力
② コスト意識・ムダ排除能力
③ コミュニケーション能力
④ 情報公開能力
⑤ 制度・業務改善能力⑤ 制度 業務改善能力

（アフターサービスの考え方）
⑥ 政策マーケティング・検証能力⑥ 政策マ ケティング 検証能力
⑦ 新政策立案能力

（2010年４月２０日「平成２２年度 厚生労働省の目標」より）
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③コミュニケーション能力③コミュニケーション能力

国民や地方自治体等への通知やお知らせ等
が、誰が読んでも分かりやすい表現となってい、誰 読 も分 りやす 表現 な
るか。的確にポイントを伝えることができている
か 負担と給付関係が分かりやすく示され 正か。負担と給付関係が分かりやすく示され、正
確に国民に理解されているか。厚生労働行政
が分かりやすく国民に説明されているかが分かりやすく国民に説明されているか。

（2010年４月２０日「平成２２年度 厚生労働省の目標」より）

25

「Communication」とは「Communication」とは

Communication:

The activity or process of expressing ideas andThe activity or process of expressing ideas and 
feelings or of giving people information.

( 現代英英辞典）(OXFORD 現代英英辞典）

→厚労省の目標③「コミュニケーション能力」は→厚労省の目標③ ミ ケ ション能力」は
英語の定義に近い「意思伝達」？

26



「コミュニケーション力」とは「コミュニケーション力」とは

コミ ニケ ション（C i ti ）コミュニケーション（Communication）

＝人間が互いに意思・感情・思考を伝達し合うこ
と （ス パ 大辞林）と。 （スーパー大辞林）

自分の意思を相手に伝える自分の意思を相手に伝える
＋

相手 意思を自分が理解する相手の意思を自分が理解する

→「意思疎通」
＝相互的なものであり、一方的なものではない

27

「自分の意思を相手に伝える」「自分の意思を相手に伝える」

だが、「すべて」を伝えることは難しい。

→「何を伝えたいのか」を明確にする。

→ただ「行政」という膨大な情報を抱えている公機
関のため、その他の情報についても提供してさ
まざまな視点から検証・検討ができることも求め
られているられている。

28



感染症意見交換会には多くのメディアが参加している感染症意見交換会には多くのメディアが参加している
（2009年5月26日、東京・新宿の国立感染症研究所）

感染症意見交換会登録メンバー皆様

日頃は意見交換会にお集まりいただき、ありがとうございます。
次回の意見交換会は本日（10月15日）19時より、感染研
2階 共用第一会議室にて開催いたします。議

テーマは、以下を予定しております。
新型インフルエンザ(パンデミックインフルエンザ）の状況
予防接種(ワクチン）とは
新型インフルエンザ（パンデミック）ワクチンについてー文献情報ー

本 第 会議室 会場 実地疫学専 家養成プ グ＊本日は共用第一会議室(会場）に、実地疫学専門家養成プログラム(FETP)10周

年記念行事による、感染症疫学調査、感染症対策に冠するポスター発表の展示
があります。学会発表のような厳密な考察が行われているものではなく、現状の
活動報告的な意味合 のもの すの 自由にご覧頂 結構 すが 取材対活動報告的な意味合いのものですので、自由にご覧頂いて結構ですが、取材対
象ではありませんので、ご承知くださいますようお願いいたします。
また、もし取材等のヒントにしようとする場合には、ポスター発表者に必ずご連

絡くださいますようお願いたします絡くださいますようお願いたします。
本会は、感染研が公式発表、公的見解を述べる場ではなく、感染症
に関する理解を深めていただくため、また意見を交換するために、
感染症情報センター長が行っているもの とお考えください感染症情報センター長が行っているもの、とお考えください。

→広報責任者を決めて、知識だけでなく、日ごろから信頼関係も構築



リスクの大きさと報道のブレ
リスク大

リスクの大きさと報道のブレ
リ ク大

時間

リスク小

リスクの大きさと報道のブレ
リスク大

リスクの大きさと報道のブレ
リ ク大

＝知識と経験

時間

リスク小



まとめまとめ

• 「意思伝達」だけを強化しても コミュニケー• 「意思伝達」だけを強化しても、コミュニケ
ション能力の強化にはつながらない。

「相 が何を求 を 解• 「相手（国民）が何を求めているのか」を理解
して「自分の意思を相手に伝える」＝「意思疎
通」のコミュニケーション能力が求められてい
るる

• 日ごろからの「意思疎通」が危機管理の際に
も大いに役立つも大いに役立つ

→「意思伝達」だけでなく、日常的に「意思疎通」→ 意思伝達」だけ なく、 常的 意思疎通」
できる広報責任者を定めてはどうか

33



添付資料３  

 

マッキャンヘルスケア・石川晴巳氏ヒアリング概要 

 

【略歴】 

（株）マッキャンヘルスケアワールドワイドジャパン・シニアプランナー 

1982 年上智大学大学院哲学専攻修士課程修了。同年よりぴあ株式会社にて

出版企画室勤務。1987 年渡仏。1990 年リヨンⅡ大学文学部修士課程修了。

以降、医療から政治・経済にいたる多分野の雑誌編集・書籍編集・広告制作を。

2006 年より（株）マッキャンヘルスケアワールドワイドジャパンにてプランナー。

2008 年４月より２年間、厚生労働省・新型インフルエンザ対策推進室にて広報

を担当。2010年４月より現職に復帰。 

 

平成２２年６月２日（水）１８：３０－２１：００ 

 

1. 厚生労働省がコミュニケーション力丌足と感じたことがあるか 

・ 国会と財務省が、厚生労働省の２大コミュニケーションターゲットになっ

ており、国民丌在ではないかとの指摘を受けても仕方がない体制となっ

ている（テーマによっては、必ずしも厚生労働省本省が国民とのコミュニ

ケーションをメインに行う役割を担う必要はないかもしれないが） 

・ そのため、 

① ポスターやパンフレット等において、ターゲットが丌明でメッセージを

絞り込めていないコミュニケーションがなされている 

② カタログ的な施策の紹介は本来パンフレット等で行うべきであろうが、

なぜかポスターにすることで、立ち止まって見るにはとても無理のあ

る例が散見される。これは適切な媒体選びが考慮されていない証

拠 

③ 単に事実を列挙した「アリバイ」作りとしての一方的情報発信が行わ

れている例が散見される（厚生労働省は情報の受け手に何を伝え、

どのような理解や行動を促したいのか丌明） 

④ 厚生労働省のホームページ更新内容を配信するサービス（RSS）

に、２行程度のリードコピーをつけた方がいい（現状では情報の項目

表記から内容を推測することが難しく、情報の受け手に対して丌親

切） 

 



 

2. それはなぜ起こっていると分析するか 

・ 理念／戦略／体制／戦術の４レベルについて分析すべき 

・ 理念：「厚生労働省が施策に関する情報提供を十分に行う重要な役割

を担っている」ことについて、職員一人一人が認識していないため、省内

キャンペーンが必要では 

・ 戦略：コミュニケーションを行うための戦略（テーマによっては、国民に行

動変容を直接的に促すことが重要であったり、あるいは、必要な体制整

備を円滑に進めていくための国民感情の醸成を目的としてコミュニケー

ションを行うことが適切な場合もある。ゴールを明確にした戦略の立案が

必要） 

・ 体制：問題点は①コミュニケーションの専門家の丌在／②媒体特性に

ついての理解が丌十分なまま媒体の割り振りを主な役割としている広報

室の機能丌全／③政府広報の効果の低さ（例：視聴率が低い） 

・ 戦術：コミュニケーションのターゲティング／媒体選び／表現力丌足 

 

3. 厚生労働省が認識しておくべき広報・コミュニケーションに関する一般論 

・ 国民の、情報の価値付け傾向：危険情報＞利益情報＞安全情報 

・ 国民は、全てのテーマに関して十分な情報を精査して独自の判断を下

せるというわけではない。ある程度、判断の類型を示すことが必要なテ

ーマもある→世論形成にはマスメディアの圧倒的な影響が無視できな

い現状（国民は、一般的に、発信される情報について、できるだけ短時

間で判断したい） 

・ 情報に対する個人の反応：A（注意）I（関心）D（欲求）M（記憶）A（行

動）、あるいはＡ（注意）Ｉ（興味）Ｓ（検索）Ａ（行動）Ｓ（情報共有） 

・ 厚生労働省は国民に対して本当に「安心」を提供できるのか、それとも

国民の「信頼」を獲得すべきなのか、コミュニケーションに当たっては、こ

の大前提を熟慮すべき。「安心」の提供は難しい。例えば、以下の例で

目指すべきは、①より②ではないか。 

① 「新しい年金制度をつくりました。安心してください。」（恒久的に有効

な制度を作らない限り、将来的には何らかの問題が生じ、「安心」は

裏切られる） 

② 「新しい年金制度をつくりました。信頼してください。」（国民に、リスク

テイクが必要なことも説明し、納得してもらうことで「信頼」に基づく制

度の運用を目指す） 

・ ゼロリスク神話のまん延。病気になっても病院に行けば治してもらえると



 

いった過剰な期待値の上昇が、結果として厚生労働省批判の激しさに

結びついているケースがある。厚生労働省が万能ではないことをしっかり

説明することで、国民の厚生労働省に対する期待値を下げる（実情を

正しく理解してもらう）べきではないか 

・ ターゲティングの重要性。インターネットの普及により、流布している情報

量は以前の４００倍以上に増えており、情報発信をしても、生活者には

届いていないケースがほとんど→ターゲットを絞るべき→知識の有無／

関心・態度の有無／行動・習慣の有無等によって情報の受け手をセグ

メントにわけ、優先順位をつけて普及施策を実施。ターゲティングの曖

昧な情報発信は、媒体の選択もメッセージの明確化も丌十分になり、ほ

とんどが無駄に終わる。 

 

4. どのような体制にすればいいのか 

・ 省内の人材育成／外部との連携／業務の外注（アウトソーシング） 

・ 省内の人材育成①：広報室の機能強化（外部スタッフによる、媒体特

性や広報プランニングシート等に関するノウハウ注入） 

・ 省内の人材育成②：重要広報テーマ担当者のメディアトレーニング（マ

スメディアとの良好な関係構築、プレスリリースの作成ノウハウ、記者会

見の実施法等） 

・ 省内の人材育成③：職員全員に対するコミュニケーションスキル向上は、

二の次 

・ 外部との連携①：各部局の広報戦略がずさんな管理をされていることに

ついては、外部スタッフによる戦略管理を行う 

・ 外部との連携②：自治体との連携（テーマによっては、厚労省は広報の

雛形をつくればよい。広報の主体を、住民ともっとも距離の近い自治体

が担うべきテーマも多いはず。） 

・ 外部との連携③：外部研究者による広報関連研究の機能強化→コミュ

ニケーションの効果測定指標の作成 

・ 業務の外注：コミュニケーションは厚労省の本来業務ではなく、よりよい

制度作りこそが本務であろう。しかし、テーマによってはコミュニケーショ

ンが重要であるため、アウトソーシングを行って効率的にコミュニケーショ

ン力を向上させるケースもある 

・ その他：You Tubeで「見える化推進」（重要施策３分紹介コーナーの設

立） 

・ その他：政府広報の計画的・戦略的活用（広報室の管理能力強化が前

提） 



 

・ その他：紙媒体活用刷新プロジェクト（すべてのポスター・パンフレット類

の制作をいったん停止し、制作の目的・ターゲット・表現の適切さ・ター

ゲットに届く媒体かどうか等を見直す） 

・ その他：政策決定プロセスを国民と共有（見える化）し、国民が納得でき

る制度設計を（例：形骸化したパブコメ制度の再建等）（ソーシャルマー

ケティング手法の一つ）→制度作りに関して、プロセスを共有することで、

国民と共同責任を負う（例：コンセンサス会議） 

・ その他：silent majorityの声を如何に吸い上げていくか 
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添付資料４  

 

京都大学 iPS細胞研究所・山中伸弥氏ヒアリング概要 

 

【略歴】 

京都大学 iPS細胞研究所 所長 

京都大学 物質―細胞統合システム拠点 教授 

昭和 62年神戸大学医学部卒業。同年国立大阪病院臨床研修医。平成 5年

大阪市立大学大学院医学研究科修了。同年 Postdoctoral Fellow, Gladstone 

Institute of Cardiovascular Disease, San Francisco, CA, USA。同年 Research 

Fellow , University of California, San Francisco, CA, USA。平成 8年日本学術

振興会特別研究員。同年大阪市立大学医学部薬理学教室助手。平成 11年

奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究センター助教授。平成 15年奈

良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究センター教授。同年独立行政法

人科学技術振興機構 CREST研究代表。平成 16年京都大学再生医科学研究

所再生誘導研究分野教授。平成 19年 Senior Investigator, Gladstone Institute 

of Cardiovascular Disease, San Francisco, CA, USA。同年 Professor of 

Anatomy, University of California, San Francisco, CA, USA。同年京都大学物質

―細胞統合システム拠点教授。平成 20年京都大学物質―細胞統合システム

拠点 iPS細胞研究センターセンター長。同年独立行政法人科学技術振興機構

山中 iPS細胞特別プロジェクト研究総括。平成 22年京都大学 iPS細胞研究所 

所長。 

 

平成２２年６月７日（水）１９：２０－２０：２０ 

 

厚生労働省（政府）が、研究に関して国民と如何にコミュニケーションを行うか 

（又は研究者が国民とコミュニケーションするにあたりどのように支援できるか） 

・ 患者・国民に研究を評価してもらうスキームが必要であろう 

・ そのためには、患者・国民が、for meではなく、for usの視点で研究を評価

することが必要 

・ ホワイトハウスにおいて、ヒト ES 細胞の研究の解禁について署名するセレモ

ニーがあった際、オバマ大統領は次のように発言：「今の世代には役に立た

ないと思うけれど、次の世代にはきっと役に立つ研究である」→日本の政治

家・閣僚も、患者・国民に対して堂々と研究の必要性について言えないとい

けない（来年役に立つことだけに税金を使ったりアピールしたりしているようで

はいけない） 

・ 日本においては、good scientistに good speakerはいないと、半分程度の



 

研究者が思っているが、税金や寄付金等により研究を行っている以上、そ

れでは通用しない 

・ 研究者のプレゼン能力向上は、大学（院）の担う役割 

※アメリカでは、ポスドク生が、１０回シリーズのプレゼン能力向上にかかるコース

を受講する（時に、教授も受講）。オーラルプレゼンの様子をビデオ撮影し、発表者

のいないところで評価を行い、その結果は発表者にフィードバックされる。 

・ 研究者のそのような資質養成を大学（院）が行うにあたり、それを行うことに

より報いられる制度がないとインセンティブが働かないため、それは政府の

役割 

・ 医療のインフォームド・コンセント同様、研究を遂行するにあたっての半分は、

説明 

・ ただし、研究評価に患者・国民が参画する体制としても、一般人よりも問題

意識の高い者しか参画せず、一義的にこれによって研究内容が国民に浸

透・科学への理解度が国民の間で醸成されるわけではないため、それらの

者にアプローチする別の手立てが必要（知識の底上げ→政治家の発言は影

響力があるため、ポジティブな内容についても日々発信してほしい。） 

・ 他国にみられるような、研究班における科学コミュニケーターの設置を促進

してはどうか。モノではなく優秀な人を良い条件で雇用できるようにしてほし

い。 

※科学コミュニケーター：研究室の広報を行う。ポスドクであることが望ましい。世

界的な研究であれば、英語力も求められる。民間企業と同様の処遇にて、長期（１０

年程度）雇用する。 

※iPS 研究所では国際広報室を設置し、英字新聞社出身者や生物学の

博士号を持つ者を専属広報担当者として配属させている→広報室設置の

支援は効果があるかもしれない。 

・ 研究内容に係る市民講座を開催すると、参加者は高齢者が多く、健康相談

会になってしまいがちである。市民講座を開催するにあたっては、研究内容

を誮に理解してもらいたいのかを考えてセットすべき（高校や大学の学祭の

活用があり得るか）。 

・ 学校教育の活用も検討の余地あり 

 



 

添付資料５  

慶應義塾大学・吉川肇子氏ヒアリング概要 

 

【履歴】 

1982 年 京都大学文学部（心理学専攻）卒業。1985 年 早稲田大学文学研

究科修士誯程（心理学専攻）修了。1988 年 京都大学文学研究科博士誯程

後期（心理学専攻）単位取得退学。1989年 京都学園大学法学部専任講師。

1994 年 筑波大学社会工学系講師。1998 年 慶應義塾大学商学部助教授 

現在に至る(2007 年より准教授に名称変更)。1999 年 博士（文学） 京都大

学。 

 

平成 22年６月９日（水）１9：30－21：00 

 

厚生労働省におけるコミュニケーションについて改善の余地がある点 

・ 危機管理コミュニケーター（スポークスマン）は、言葉の使い方のセオリ

ーを勉強していなければならない。 

・ コミュニケーションのセオリーや経験を踏まえたツールを、厚労省内に専

門家をおいて、指導する体制をおくべき。 

・ 以前、ドイツの行政機関に対してヒアリングを行った。96 年に BSE が蔓

延した際、リスコミ部局を設置したとのこと。２００２年に訪問した際には

以前は約 20 名が同部局に所属しており、職員の話し方等チェックして

いたが、コミュニケーションマインドが部局内に既に普及されたので、リス

コミ部局はもう不要であろうと感じているとのことであった。誮が出ても怖

くない状況になったという。職員の意識改革を行うことが重要。チェックし

てもらえば達成可能。 

・ コミュニケーションの方法は、既に理論が数多くあるため、経験的に、根

拠なしに、「こっちの方がいいのではないか」という方法ではまずい。専門

家のアドバイスを聞くべき。 

・ 厚生労働省においては、方角の表示が「国会側」と「公園側」となってい

るが、これをやめることで、厚生労働省の印象がかなりよくなると思う。

厚生労働省に初めて行った者は、「厚生労働省は、国民でなく国会を

向いて仕事している」という印象を強く受ける（そのようなつもりがなくても

先方が深読みすることがある）。 

・ コミュニケーションは小さなことの積み重ねであるが、小さいところだから

直しやすいこともある。 

 



 

コミュニケーションのポイント 

・ コミュニケーションにおいて重要なのは、話し方よりも聞き方である。聞く

ときには、閉じた質問ではなく開いた質問を意識して使うようにするとよ

い。例えば、厚生労働省職員がマスコミからの取材を受けたときには、

「今の説明でわかりますか」等と確認しながら話をすすめることが重要。

なぜそういう質問をしてくるかを聞き取ることにより相互の誤解が生じづら

い。 

・ 相手がどんな文脈で話しているのか意識するだけでコミュニケーション力

はあがる 

・ 研修を受ければ直ちにコミュニケーション力が向上するわけではない。

普段から意識しなければコミュニケーション力は向上しない。しかし、どこ

かでセオリーを学ばないといけない。 

・ 省庁から記者会見のノウハウに関する研修をしてくださいといわれること

があるが、研修というのはノウハウを教えるものではなく、マインドを教え、

人間的成長を促し、意識改革を行うもの。海外では、研修を受けなけれ

ば幹部になれない。ノウハウは、本を読めばいい。また、経験は、お互い

に教えあってシェアできる制度（peer education）があればいい。 

・ リスクコミュニケーションに係る研修を６ヶ月間かけて行った（１～１．５ヶ

月に１度の開催頻度）。当初 30 名程度の申し込みがあったが、6 ヶ月

通じて参加していたのは５－６人程度。期間的に後半は国会にかかった

ことも、参加者が限定された原因か。健康危機管理に関する研修という

ことなので、当初公衆衛生担当部署の参加者が多いかと考えていたが、

意外に労働系の参加者が多く、連続して参加できたのも労働系であっ

た。問題意識の違いがあるのだろうか。 

・ ポスターが、受け取り手のことを考えていないものとなっている。最近の

例であると、咳エチケットのポスターがある。昭和レトロの雰囲気のもので

あるが、誮のためにこの絵を選んだのかがわからない。発出前の出来上

がり案を厚生労働省の非常勤職員に見せる（フォーカスグループ）等す

れば、アウトプットの質がもう尐しあがるのではないか。 

・ マスコミ対応としては、記者に対して「勉強してから来い」という態度で接

してはいけない。マスコミ対応者は、勉強していない人用に話をすること

が必要である。 

・ 広報官になる者は否定的なキャラクターではだめで、前向きな者である

べき。  

・ クライシスコミュニケーションも平時のマスコミ対応の延長であり、記者の

向こうに国民がいることを気にとめなければいけない。 



 

・ 公表資料は中学生レベルの資料で、漢字をひらがなにすること、明確な

表現を使うことが基本 

・ お詫びの仕方として、「遺憾に思う」を言ってはいけない。誮に責任があ

るか不明確になる。謝罪（責任有り）と弁明（責任転嫁）を区別すれば、

「遺憾に思う」という表現は出てこない。 

・ 厚生労働省は農水省とともに、大きな事件を経験している等により、コミ

ュニケーションの本質がわかっているという印象がある。ただ、イメージ

戦略は足りないかもしれない。 



 

添付資料６ 

 

日本医療政策機構・埴岡健一氏ヒアリング概要 

 

【略歴】 

1984年 大阪大学文学部卒業。1987年日経 BP社（現）入社、日経ビジネス

編集部記者。1992年日経ビジネスニューヨーク特派員。1994年日経 BP社ニ

ューヨーク支局長。1997年日経ビジネス編集部記者。1998年日経ビジネス副

編集長。1999年骨髄移植推進財団事務局長。2003年日経メディカル編集部

記者（医療の質評価、がん診療などを担当）。2004 年日経メディカル編集委員。

2004年東京大学先端科学技術研究センター（医療政策人材養成講座）特任

助教授（のち准教授、非常勤）。2004年日本医療政策機構理事（非常勤）。

2008年より現職（日本医療政策機構 常勤）。2010年東京大学公共政策大学

院 医療政策教育・研究ユニット 客員教授（非常勤）。2007年より厚生労働省

がん対策推進協議会委員。 

 

日時：平成２２年６月１０日（木）１２：１５～１３：３０ 

 

 １．コミュニケーション力不足に関して 

○コミュニケーションの捉え方はあるが、今までの経験から、次の各点に問題が

あると考える。 

  ①目的と立ち位置が不明確、そのため、発信するシグナルが混濁化してい

る 

  ②ポンチ絵での説明は、論理を不明確にするとともに、議論を阻害している 

  ③審議会が利害関係者に好きに言わせるための場になっており、きちんとし

た議論の場になっていない（最初から結論ありき） 

  ④データの公表はあるが、生データの提供ではないため、加工や再分析等

ができない 

⑤厚生労働省ホームページが分かりづらい、ニーズに沿っていない 

  ⑥議事録等の公開が遅い 

  ⑦通知やお知らせ等が到達しない、利用者に理解しにくい 等 

 

○これらの背景には、次の問題があるからではないか。 

 ・従来の厚生労働省には、受益者・国民・対話相手の目線や立場で考えるこ

とが尐なく、その結果、そうしたことを考える力が不足しているのではないか 

  ・厚生労働省の業務が手段となり、目的への意識が希薄化しているからでは



 

ないか 

 

 ２．なぜコミュニケーション力不足が起こっているか 

 ３．どのような体制にすれば改善されるか 

○１．の各問題が発生した原因としては、複合的な要因が重なっており、特に、

次の各点に留意する必要があるのではないか。 

①スキルの問題とその捉え方 

②厚生労働省の組織と文化の問題との捉え方 

③日本全体の政策立案プロセスと国民・行政の対話の構造の問題との捉え

方 

 

○これらの各点を検討するための論点としては、次の各点があるのではない

か。 

①ガバナンス：厚生労働省の意思決定に患者・市民を参加させるべきでは

ないか 

②ビジョンとミッション：はっきりさせるべきではないか 

③組織文化 

④組織形態 

⑤状況認識力 

⑥政策形成プロセス力：立ち位置の強化が必要ではないか 

⑦人事・評価 

⑧人材育成：コミュニケーションの専門家など、多様な人材が必要ではない

か 

⑨情報不足：受益者・現場の声を直接聴く機会を増やすべきではないか 

⑩財政不足：前向き化が必要ではないか 

⑪広報体制：体系的に広報マインド・スキルの配置が必要ではないか。コミュ

ニケ－ション力強化は、組織改革と合わせて実施するべきものではない

か。 

 

○厚生労働省が実施する「コミュニケーション」は、一方的なものではなく、社会

の矛盾を解決するため、双方向型のものであるべきではないか。 

 

○政策立案過程において、声を出す人は必ずしも大勢を代表するではないが、

しかし、声なき大多数（silent majority）の育成により、情報発信者・コーディ

ネーターとなる者を育成していくことにより、コア人材つくりをしていくことも必要

ではないか。（対象は国民全員であるが、国民全員からの反応に基づき対応



 

するものではない） 

 

○厚生労働省の「コミュニケーション力強化」は、伝え方の技術をなぞるのでは

なく、厚生労働省の組織・意識変革がまず先にあり、この結果が発信力につ

なげるように位置付けるべきではないか。 

 

○また、政策の説明として、わかりやすさを求めるための「見える化」も必要では

ないか。例えば、「○○医療に６０００億円が必要です」と言うよりも、「国民１

人１人がワンコイン（５００円）の負担で○○の医療を達成します」、など、政

策と実施内容をイメージつける方がわかりよいのではないか。 

 

 

 



厚生労働省若手 PT コミュニケーション力チーム（チーム F）ヒアリング用メモ 

2010 年 6 月 10 日 日本医療政策機構理事 埴岡 健一 

 

■自己紹介 

・骨髄移植推進財団元事務局長（厚生労働省健康局が“監督官庁”） 

・ジャーナリスト（日経メディカルなど） 

・NPO シンクタンク職員（日本医療政策機構 市民医療協議会） 

＊東京大学医療政策人材養成講座 元特任准教授 

＊東京大学公共政策大学院 医療政策教育・研究ユニット客員教授 

＊がん対策推進協議会委員など 

 

 

■目次 

・課題の確認 

・Q１ 厚生労働省がコミュニケーション不足であると感じたことがあるか 

・Q2 それはなぜ起こっていると分析するか 

・Q3 どのような体制にすれば改善されると思うか 

・Q4 あなたの組織での取り組み 

（以下、主に医療分野に限られた考察となっていることを、あらかじめお断りします） 

 

 

■課題の確認 

 

●「コミュニケーション力チーム」に与えられている課題 

「国民とのコミュニケーションを向上させるため、国民への通知やお知らせを誰が見ても

わかりやすくする方法を考え、情報公開、ホームページ改善、会議の公開など厚生労働行

政の「見える化」の推進や広報戦略について検討する」 

●「平成２２年度 厚生労働省の目標」にある「コミュニケーション能力」に関する記述 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/04/dl/tp0421-1a.pdf 

「国民や地方自治体等への通知やお知らせ等が、誰が読んでも分かりやすい表現となって

いるか。的確にポイントを伝えることができているか。負担と給付関係が分かりやすく示

され、正確に国民に理解されているか。厚生労働行政が分かりやすく国民に説明されてい

るか」 

 

 

■Q１．厚生労働省がコミュニケーション不足であると感じた事例があるか 



 

□その１ 

●骨髄バンク（骨髄移植推進財団）時代 

・骨髄バンク普及啓発に関して（キャンペーン力不足、情報開示力不足、都道府県格差の

開示・施設別成績開示に消極的、など） 

・官尊民卑的なマナー（監督している組織への上から目線が存在した） 

・“天下り”人材のコミュニケーション力不足（ミッションに基づいて仕事をするというよ

りは、本省を見て仕事をする。前向き政策ができない言い訳をする役割を担う。傾聴力不

足、状況把握力不足、戦略性不足、機械的な経費節減志向など） 

・ポンチ絵システム（わかったような、わからないような） 

 

□その２ 

●ジャーナリスト時代 

・検討会など（審議のプロセスの古さ、記者クラブシステム） 

・データなど（分かりにくい、ローデータセットがない、開示した DPC データがグラフの

みでエクセルデータなし） 

・がん対策推進室（患者団体との直接コミュニケーション努力の不足。その後、一部、努

力と改善が見られた） 

・国立がんセンターがん対策情報センターの設置時の説明（約１５億円の予算スキームの

複雑さと 2 面性。一般には理解しにくい） 

 

□その３ 

●シンクタンク時代 

・がん対策推進協議会等（審議のプロセス、計画や報告書の文体、意見集約の仕組み） 

（会議運営、意見集約、議論ファシリテート 

・データなど（基本的数値が把握されていない。集計可能なものが集計されていない。県

にヒアリングしたものが公開されていない。ローデータセットで開示されない） 

・ウェブ（組織の都合とかたちでの開示。ユーザーの利用目的の達成という観点から組み

立てられていない。デザインに改良の余地。文書がお役所的。文書やデザインに統一ルー

ルがない） 

 

□Q１に関するまとめ 

●一般に言われていること 

・ウェブの分かりにくさ。訪問者のニーズに沿っていない。検索エンジンの問題。 

・議事録の公開が遅い。 

・データのローデータがなく加工や再分析ができない。 



・通知やお知らせなどが相手に到達しない、利用者に理解しにくい。 

・最初から結論ありき、あるいは建設的な議論が少ない検討会など 

●生じている症状 

・受益者、国民、対話相手の目線や立場で考える力の不足 

・業務が手段となり目的への意識が希薄化している 

 

 

■Q2．それはなぜ起こっていると分析するか 

Q3．どのような体制にすれば改善されると思うか （以下、一緒に回答） 

 

●全般的な状況 

ひとつの原因でなく、複合的な要因が重なっている。よって、処方箋もカクテル療法と

なる。開始すべきところは、全体の改善計画と実施日程を策定し、トップのリーダーシッ

プとミドルの実行チームが、けん引役となって進めること。 

問題の捉え方の範囲・広さとしては下記 A、B、C がある。いずれもが問題となっている

と考えるべきである。 

スコープ A 職員のスキルと努力の問題との捉え方 

スコープ B 厚生労働省の組織と文化の問題との捉え方 

スコープ C 日本全体の政策立案プロセスと、国民と行政の対話の構造の問題との捉え方 

 

●論点としては下記の 10 点ほどが考えられる。 

１．ガバナンス 

２．ビジョンとミッション 

３．組織文化 

４．組織形態 

５．状況認識力 

６．政策形成プロセス力 

７．人事 

８．人材育成 

９．情報不足 

１０．財政不足 

１１．広報体制 

 

○１．ガバナンスなどについて 

問題点：疾病構造、社会意識、財政状況の変化を背景に、医療のガバナンスにおいて、厚

労省が「政策決定をして管理監督する」という考えとスタンスが、そもそもの変更を迫ら



れている。また、要望をとりまとめる団体の代表性、正当性、意見集約力、関係者統治力

も限界が見られ、より直接的なコミュニケーションが必要な環境となっている。 

⇒ 

改善方法：医療の経営に市民が参加し、国民主体となり、市民・国民参加で政治がより責

任を取る政策決定になっていく。厚労省は、公開の場でのステークホルダーの意見調整能

力を高める。患者・市民の経営と意思決定への参加が必要。 

具体的には、 

・医療基本法の制定（医療に関する国民の基本的合意） 

・患者市民参加の仕組みを構築 

・医療政策決定の新プロセスをつくり、標準的に実施する 

（がん対策推進協議会などいくつかの分野で萌芽が見られる） 

 ――などを含めた対応が必要。 

 

○２．ビジョンとミッションについて 

問題点：ビジョンが不明確であり、共有されていなかった。ビジョンとミッションがはっ

きりしなければ、職員はどちらの方向を目指してメッセージを出せばいいのか分からない。

組織目標もはっきりしなかった。何を重視してコミュニケーションすればいいのかはっき

りしなかった。 

⇒ 

改善方法：ビジョンの設定「ひと、くらし、みらいのために」から、浸透と定着へ。厚生

労働省の目標、局の目標の設定から、目標と評価の定着による組織文化の形成へ 

 

○３．組織文化 

問題点：組織目的の達成より、ミスを犯さないということが優先され、全体最適より部分

最適が優先され、いわゆるお役所的な文化が広がっていた。 

⇒ 

改善方法：ガバナンスを変更し、ミッションを掲げ、組織文化の変更を宣言することで、

組織文化を粘り強く修正していく。 

 

○４．組織形態 

問題点：省益より局益、課益が優先する縦割り組織となっていた側面がある。 

⇒ 

改善方法：省のミッション、局の目標に向けチームで動ける組織へ脱皮していく。 

 

○５．状況認識力 

問題点：情報チャネルの偏在、包括的な情報編集力と意味生成力の欠如などにより、個別



情報から状況認識や戦略を浮き彫りにする力が弱かった。 

⇒ 

改善方法：後述するように情報チャネルを広げると同時に、包括的な情勢判断を担うセク

ションや担当あるいはプロジェクトチームをおき、状況判断をすると同時に、発信すべき

メッセージを考える。 

 

○６．政策形成力 

問題点：霞が関の中の情報に基づいて自分で政策を策定するというスタンスであったため

に、現場ニーズとミスマッチを起こすことが多かった。 

⇒ 

改善方法：社会的合意形成のためのファシリテーター・エディターとしての立ち位置に変

更し、納得のプロセスにより、納得の政策を作ることに貢献していく。 

 

○７．人事、評価、労働環境 

問題点：採用時にコミュニケーション能力が重視されていない。コミュニケーションに関

する研修が少ない。早期にコミュニケーションの OJT 経験を踏ませるローテーションにな

っていない。過重労働ぎみで、コミュニケーションのことを考える余裕がない。コミュニ

ケーションの専門家など、多様な人材がいない。 

⇒ 

改善方法：採用時にコミュニケーション能力を重視する。現場窓口でのサービス受益者と

の直接対応経験を増やす、若手に早期に社会とのコミュニケーションの経験を積ませる。

コミュニケーションの専門家など、多様な人材を採用する。NPO 経験者など、利用者目線

の多様な人材を組織の各階層に入れる。 

 

○８．情報不足、知識不足 

問題点：座っていて入ってくる情報に依存しがち。団体などを経た、利害情報に強くさら

される。受益者（患者など）、現場の提供者、地域の行政担当者などの生の情報を取る機会

が少ない。 

⇒ 

改善方法：各業務ラインにおいて、受益者、現場、地域の声を直接聞く機会を増やす。各

業務ラインにおいて、好事例の場所に直接行って、情報を取る機会を増やす。 

 

○９．人材育成、スキル不足 

問題点：コミュニケーション力がある人材を育成する仕組みがなかった。研修などもなか

った。また、コミュニケーション力を尊重する文化や個々人の努力が不足していたことも

あって、傾聴力、ヒアリングからの政策形成力などのコミュニケーション力が育たなかっ



た。 

⇒ 

改善方法：コミュニケーション重視を組織の価値観として明確に位置付けると同時に、研

修など人材育成の機会を体系的に提供し、継続的な人材育成を図り、コミュニケーション

にも職員の努力と意が払われるようにしていく。 

 

○１０．財政不足 

問題点：財源がなく、ゼロシーリング、マイナスシーリングが起点であるため、施策提案

を断るのが仕事となり、歯切れが悪くなる。また、戦略的メリハリをつけず、中途半端な

施策を行うために、スタンスがはっきりしなくなり、明確な狙いと効果を述べにくくなる。 

⇒ 

改善方法：業務の見える化、経費節減、業務仕分け、予算仕分けなどの実施と同時に、医

療関連分野の財源を確保し、効果のある施策を前向きに打てるようにする。そのためには、

業務の見える化、医療基本法の策定、医療政策決定への患者・市民参加、医療保険ガバナ

ンスへの加入者参加などが不可欠。 

 

○１１．広報体制 

問題点：組織の各階層に、体系的に広報マインドとスキルがある人材が配置されていない。 

⇒ 

改善方法：トップのリーダーシップと情報発信、スポークスパーソンの明確化、広報室の

役割の確立、各セクションの広報担当設置、広報品質管理室設置など一連の対応を実施。 

 

 

■Q３ どのような体制にすれば改善されると思うか（追加回答。その他の改善策） 

・参考となる可能性がある海外のベストプラクティス（好事例）など 

英国：クリニカルガバナンス、パブリックインボルブメント、ペーシェントインボルブメ

ント、パブリックコンサルテーションなどの実施あるいは強化。NHS 経営への市民参加、

NHS ディレクトの設置など。 

米国：NIH、NCI などでのメディアワークショップ、患者ワークショップ、患者リエゾン

活動などの実施や専門技術検討機会への市民参加の促進。 

 

 

■Q４ あなたの組織・経験での取り組み 

 

●その１ 骨髄移植推進財団 

・施設別アウトカム情報の開示 



・委員会などすべて原則公開、委員会への患者関係者委員の参加 

・ボランティア団体との協働による公開フォーラム実施など 

⇒導き出される対策：委員会の公開・患者参加などの推進。施設別アウトカムなどの開示

の推進。 

 

●その２ 東京大学医療政策人材養成講座関係 

・４つのステークホルダーの“同居”とフラットな場での討論。政策立案者（行政担当者

など）、患者関係者、医療提供者、メディアの共同作業により、相互理解とコミュニケーシ

ョンが深まった。 

・メディアドクター。医療報道に関して、マルチステークホルダーで議論。 

・共同での修了制作、プロジェクト実施 

⇒導き出される対策：マルチステークホルダーがいっしょに政策課題に取り組む場を常時

確保し、行政担当者の育成にも活用する。 

 

●その３ がん政策情報センター 

・アトラス型表示による地域格差情報の提供 

・がん政策サミットによる、患者アドボケート、立法府、行政府などの同居による、がん

政策に関する共同議論。 

・政策を理解する患者アドボケートの育成支援により、患者・市民と行政のコミュニケー

ション回路の強化をお手伝い。 

⇒導き出される対策：政策格差情報の積極提供、政策に詳しい患者リーダーの育成、行政

と患者の協働作業の環境整備など。 

 

●その４ がん対策推進協議会 

・がん対策推進協議会（提案書取りまとめワーキンググループ）による、患者・現場・地

域の声に基づいた政策提案づくり。 

・都道府県がん対策推進協議会委員アンケートとタウンミーティングによる、意見聴取と

コミュニケーション。 

⇒導き出される対策：がんワーキンググループ方式の他領域への拡大。 

 

＊以上です。 

 

目指せ、新時代の行政モデルへの脱皮！「ひと、くらし、みらいのために」 



添付資料７  

 

ＮＰＯ法人ライフリンク・清水康之氏ヒアリング概要 

 

【略歴】 

１９９６年 国際基督教大学（ＩＣＵ）卒業。１９９７年 ＮＨＫに入局。 

２００１年 ＮＨＫ東京放送センターへ異動。２００４年 ＮＨＫを退職し、ライフリン

クを設立。以来、代表。20０９年１１月から 2010 年６月内閣府参与。 

 

日時：平成２２年６月２２日（火）１４：１０～１５：３０ 

 

○（自殺対策において、メディアが取り上げたいと思うデータでも、メディア

への出し方を間違えた結果、その取扱いが小さくなってしまった経験を踏ま

え） 

  ・情報の出し方の工夫が必要、つまり、受け取る側の反応を見越した上で行

う発信が必要であり、こうした点、丌足があるのではないか。 

 ・情報の発信は統一して実施するべきではないか。発信にあっては、その発

出の仕方・発出情報の相乗効果等を踏まえたストーリー性を考慮して実施

するべきではないか。発信にあっては全体を統括するとともに、事前に情

報と情報の間の関係を整理した「鳥瞰図」が必要ではないか。 

  ・これを対処するには、個々人に任せるよりも、専門的に対応する者が必要

ではないか（広報室の機能強化か、統括者つくりが必要） 

  ・また、埋もれている情報を掘り出して、意味をつけて発信することも必要

ではないか。 

 

○（各省庁で実施する情報発信の中で、すばらしいと思ったものとして） 

 ・厚生労働省が始めた事業仕分けの youtube 放送が、同時又は時間を置かず

に放映する方式であったことから、見る人たちの意識を高め、信頼性向上

に役立っているのではないか。 

 ・まずは一次情報として「情報を出す」、その後はこれを見やすいものにし

ていくことが必要ではないか。このための編集能力は技術として必要であ

り、自前でできるようにすることが望まれるのではないか。 

  ・情報は「着信」しなければ意味がないもの（「発信」に意味があるわけで

ない）、着信させるため、ストーリーと併せて、発信の方法を、検討する

べきではないか。 

  ・広報等の情報発信に関する業務は、資質がある者を広報・メディア対応の

プロとして育成することが重要ではないか。 



 

 ・会議は極力、公開とともに発信させるべきで、その延長線上に記者会見の

公開もあるのではないか 

 

○（役所側は、あれもこれもと情報を出したがるがとして） 

 ・過剰な情報は、結局は、受け手には届かない、むしろ伝える中身をどんど

ん削ぎ落とすことにより、メッセージ性を高めるものであり、この点の専

門家は必要ではないか。 

 

○（Twitter など、情報の発信と、情報発信ツールの活用に関して） 

 ・技術の発展により各種の情報発信ツールが出ているが、活用にあっては、

それぞれの媒体の特性を踏まえて検討するべきではないか、組み合わせ

の方法を検討することが重要ではないか 

  ・Twitter は、ツールとしては、個人間のキャッチーボールができる程度で

まだ未熟、双方向の伝達ができる点に有用性があるが、ＨＰ等との組み

合わせの整理が必要ではないか。 

 ・iPad は、利用者にストレスをかけない点が特徴であるが、しかし、しっか

りと調査するにはパソコンの方が能力は高いところ、将来的には、iPad

の対象者と、パソコンの対象者の層は二極化する可能性があり、その結

果、訴求方法・内容が変わっていく可能性があるのではないか。 

 ・厚生労働省のＨＰは、情報が整理されておらず、階層も深すぎる、検索エ

ンジンも十分ではないため、訪問者は情報検索を途中であきらめてしま

うのではないか。 

  ・一般国民から意見を吸い上げることは重要であるが、意見を言う者の偏り

を考慮することは必要ではないか。言いたい人は言って下さい方式では、

誰の声を採っているのかが丌明となる可能性があり、集める方式の検討

が必要ではないか。 

 

○（要望として） 

 ・国などの相談案件では、縦割りのため横の関係が見えないのと、支援策を

探すことに時間がかかり、相談者と支援策の間にミスマッチが生じている

のではないか。 

 ・ライフリンクＤＢ（http://lifelink-db.org/）では、ぐるナビのように、自

分の状況から相談先・支援策を検索できるシステムを提供しているが、同

様の考えを厚生労働省が中心になってするべきではないか。 
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